
 

 

令和７年第２回海陽町議会定例会会議録（令和７年６月１２日） 

 

○東議長 

皆さんおはようございます。 

 まず初めに、本日、北村長寿福祉人権課長が欠席のため、佐野主幹が代理出席しておりま

すので、ご了解のほどよろしくお願いいたします。 

ただいまの出席議員は１４名です。定足数に達していますので、直ちに本日の会議を開き

ます。（午前９時２９分） 

 本日の議事日程はお手元に配布のとおりです。 

 

○東議長 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、議長において、２番 木内議

員、４番 佐川議員を指名します。 

 

○東議長 

日程第２、委員長報告を行います。 

 まず総務産業建設常任委員会、富田委員長、お願いします。 

 ５番 富田委員長。 

 

○富田総務産業建設常任委員長 

皆さんおはようございます。 

ただいまから総務産業建設常任委員会の委員長報告をいたします。 

６月の９日、午前１０時１８分に開会をいたしました。出席者は、委員全員、議長、町長、

副町長、参事等所管の課長９人、傍聴者は、報道関係者を含め３人でした。 

開会後、当委員会が所管する定例会提出議案について、各担当課から順次説明を受けまし

たので、抜粋して報告をいたします。 

議案第３６号、専決処分の承認を求めることについて、専決第５号、令和６年度海陽町一

般会計補正予算（第１１号）は、歳入歳出予算の総額から３億１７９８万６千円を減額し、

歳入歳出それぞれ９６億１５２０万６千円とするもので、所管部分の概要は、歳入予算では、

地方交付税５億６１１５万１千円。物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金７１１４万８

千円。 

歳出予算の主なものは、海陽町ふるさと創造戦略補助金３２０万円の減、該当なしという

ことです。地方創生移住起業支援事業補助金６００万円の減、これも該当者がありませんで



 

 

した。林業振興費では、搬出間伐事業補助金６３０万円の減、森林環境保全整備事業補助金

６１４万円の減、みらいの担い手育成事業補助金２５９万円の減、道路維持では１３６５万

円の減。主なものは、町道維持補修工事請負費９３０万円の減。基金費では５６２９万２千

円の計上で、主なものは、ふるさとづくり寄附基金積立金９２０万３千円。森林林業活性化

基金積立金４４００万１千円。 

委員から、合併浄化槽の合併処理について支援処理をしているのか、海南地区は側溝はな

いようにどうするのかとの問いに、側溝の整備は考えていかなければならないと答弁があり

ました。 

専決第９号、令和６年度海陽町鉄道経営安定基金特別会計補正予算（第１号）については、

総額に歳入歳出それぞれの４万円を追加し、歳入歳出それぞれ１億３８０万４千円とするも

の。４万円は利子のことでした。 

議案第３８号、海陽町職員の育児休業等に関する条例及び海陽町職員の勤務時間、休暇等

に関する条例の一部を改正する条例は、正規職員で１年で１０日分、７７時間３０分取得で

き、時間では１日２時間までで選択をするとのことです。 

議案第４０号、令和７年度可搬型蓄電システム購入契約については、１０台分で、３庁舎、

小学校、中学校等に配備するもの。 

議案第４１号、令和７年度折りたたみ式給水タンク購入契約については、１０セットで、

５セットは防災館。５セットは宍喰庁舎に配備するもの。 

議案第４２号、令和７年度海水淡水化装置購入契約については、５台分で、３庁舎、防災

館、宍喰中学校に配備するもの。委員から、どういうものか、写真ぐらいの問いに、３月議

会に出した蓄電池は持ち運び型で通信手段に使用する。また、委員から給水タンクの量はと

の問いに、１トンぐらいということです。委員から、折りたたみ式給水タンク、海水淡水化

装置の入札業者数との問いに、各１３社で折りたたみ３社応札、海水淡水２社応札のことで

す。 

議案第４４号、令和７年度海陽町一般会計補正予算（第１号）の所管部分の概要は、歳入

予算の主なもので、国庫補助金で、社会資本整備総合交付金３６９１万８千円。県補助金で、

県単土地改良事業補助金で３５０万円。南海トラフ巨大地震等対策事業費補助金７６９万３

千円。寄附金として、企業版ふるさと納税一般寄附金９７０万円。基金繰入金として、財政

調整基金繰入金１億４７７９万９千円。 

歳出予算の主なものは、農業振興費で、鳥獣侵入防止柵等設置支援事業補助金３６０万円。

集積加速化支援事業補助金４７８万６千円。林業振興費では、高性能林業機械導入事業補助



 

 

金３６５万３千円。水産業振興費では、みらいの担い手育成事業補助金５７６万円。商工費

では、物価高騰生活応援商品券事業業務委託料５１１０万６千円。施設修繕工事請負費５３

０万円、内訳は、ブルーマリン号４００万円、海南駅前緑化法面整備工事に１３０万円。土

木費では、設計委託料３３００万円。内訳といたしまして、川又橋で９００万円、久尾中央

橋で１６００万円、浅川川東線川東縦貫線交差点改良工事設計に８００万円。地質調査委託

料１６１０万円は、四方原五反田線ボーリング調査、橋梁点検委託料１５３０万円は町内の

４７橋の調査の設計料です。工事請負費２０００万円は、浅川川東線法面修繕工事。河川施

設等維持工事請負費３５５０万円は、大里川２件とのことです。消防費では、計画策定支援

業務委託料４８０万円。備品購入費５７０万円は、備蓄倉庫４地区で、竹ヶ島、那佐、尾崎、

大井地区とのことです。 

委員から、みらいの担い手の対象人数はとの問いに、５７６万円で、想定は今年度５人、

１人月１２万５千円掛ける８カ月、掛ける５人で５００万円。資格取得に係る費用について

は、１人１５万２千円で５人分ということで、合計で７６万円です。委員より、船を持つと

かなったら機器との補助金は考えていないのかとの問いに、今回使途は限定していない、基

本的には何に使ってもよいとの答弁がありました。委員より、カーブミラー設置の場所はど

こになるか。カーブミラー設置する条件はあるのかとの問いに、条件については、住民の方々

から要望があり、それで危険かを確認して、地元の部落長からその人の名前で申請を出して

もらっている。今回は２基で、当初を含めて３基、場所は四方原多ル美の所、宍喰の正梶、

かもめ橋の所との答弁がありました。また、委員より、鳥獣侵入防止柵の申請は１人１回か

との問いに、１年においてはまとめて申請をしていただきたいとの答弁がありました。委員

より、ブルーマリンは毎回修繕を考えていかないといかんのか、新船とかは考えていかない

かん時期に来ているのではとの問いに、町長、更新するにもお金がかかる、続けていけるよ

うに内部でも考えていきたいとの答弁がありました。 

議案第４７号、令和７年度海陽町水道事業会計補正予算（第１号）は、４４万４千円の減

額。人事異動に伴うものとのことです。 

議案第４８号、令和７年度海陽町下水道事業会計補正予算（第１号）は、２７６０万３千

円を追加し、支出の主なものは、工事請負費２８００万円。内容といたしましては、真空ポ

ンプ２台と回分槽散気装置を１台とのことです。 

次に、当委員会に付託されている２件の陳情書の審査に入り、１件目の陳情の家族従事者

の働き分を経費として認めない所得税法第５６条の廃止を求める陳情は、不採択。２件目の

徳島県平和の日の条例制定を求める意見書の提出を求める陳情は、継続審査となりました。 



 

 

概要は以上のとおりで、午後３時５８分に委員会を閉会をいたしました。 

以上で、総務産業建設常任委員会の委員長報告を終わります。 

 

○東議長 

これで総務産業建設常任委員会、委員長報告を終わります。 

 続きまして、文教厚生常任委員会、長江委員長、お願いします。 

 １番 長江委員長。 

 

○長江文教厚生常任委員長 

皆さんおはようございます。 

ただいまから文教厚生常任委員会の委員長報告をいたします。 

 ６月１０日、午前９時２７分に開会いたしました。出席者は、委員全員、町長、副町長、

教育長、参事を含む所管の課長、傍聴者は、報道関係者１人でした。 

開会後、海陽中学校へグローバル教育事業の英語を英語で教える授業の視察に行き、その

後、当委員会所管の協議事項の６月提案について説明を受けましたので、抜粋して報告いた

します。 

議案第３５号、専決第４号、海陽町国民健康保険条例の一部を改正する条例は、地方税法

施行令の改正に伴い、条例を改正するものとのことでした。 

議案第３６号、専決第５号、令和６年度一般会計補正予算（第１１号）の所管部分につい

て協議をいたしました。民生費の繰越明許費補正は、住民税非課税世帯等に対する臨時特別

給付金の給付状況に伴い、繰越額を６０４０万５千円から２０７６万２千円に減額。 

歳出予算の総務費の主なものは、町営バス運行委託料５０万円の減額。委員から、土日の

利用者は少ないのか、土日の運行はしないのかとの問いに、平日より休日は利用者が少ない

が利用者の意見も聞きながら、１月からスタートする第２次実証実験運行の状況も見ながら、

今後の運行については考えていきたいとのことでした。 

民生費の主なものは、高齢者外出応援事業助成金９０８万４千円の減額。委員より、でき

るだけ多くの人に利用してもらうために周知を徹底してほしい、現在一律の助成であるが、

地域によって差があるので検討できないかとの問いに、周知についてはいろいろな機会を捉

えて周知をしていく、助成金の額については、現在検討している公共交通空白地帯をどうい

うふうにしていくかも盛り込みながら検討していくとのことでした。児童手当費１７６７万

５千円の減額、委員より、当初予算が約９９００万円で大幅な減額であるが、その要因はと

の問いに、６年１０月より制度改正があり、支給額の増額等で当初予算で不足が生じないよ



 

 

うに組んでいたが、第３子以降の人数把握が困難であったことが主な要因であり、今後は人

数も把握できるため適正な予算を組んでいくとのことでした。 

衛生費の主なものは、予防接種委託料１１２４万１千円の減額、郡衛生処理事務組合負担

金１１５５万２千円の減額、土木費の主なものは修繕料２５０万円の減額。委員より、浅川

地区の町営住宅は将来的にどうするのか、建て替える予定はないのかとの問いに、町営住宅

はどこも古くなってきており、今後、町全体の中で建て替えの場所等についても計画を立て

て検討をしていくとのことでした。 

教育費の主なものは、子どもあゆみ学校給食費補助金５９０万６千円の減額。委員より、

減額の理由はとの問いに、物価高騰を見込んで多めに予算を組んでいたが、食材を価格の安

定している野菜などを購入したり、栄養教諭による献立の工夫により、減額するものである

とのことでした。 

専決第６号、令和６年度海陽町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）については、事

業勘定において４８６５万円減額し、１４億３３９０万７千円に、施設勘定において１７０

万円を減額し、８０２１万３千円とするものでありました。委員より、令和６年度の町内の

出生数はとの問いに、２０名であるとのことでした。またママ・サポート１１９について産

婦人科は阿南まで行かないとないのか、海部病院にもあるのか、阿南まで行くのであれば、

救急車では間に合わないのでヘリコプターも活用できないのかとの問いに、海部病院は７月

から分娩の取り扱いが休止となる海部消防組合との話し合いでヘリコプターも使用できると

のことでした。 

専決第７号、海陽町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）については、１８０万円

を減額し、２億１３７７万４千円とするものでありました。 

専決第８号、令和６年度海陽町介護保険特別会計補正予算（第３号）については、５２０

６万５千円を減額し、１６億１３６７万６千円とするものでありました。委員より、介護サ

ービス等諸費の減額については要因として利用者が減ったのか、できる限りサービスの幅を

広げて親切にサービスにつなげていただきたいとの問いに、施設の入所によって増減も大き

く変わるので、介護サービスによる介護給付費が足らなくなるといけないので、毎年多めに

組んでいる、サービスについてはケアマネが寄り添って状態に応じて適切なサービスが受け

られるようにしていくとのことでした。 

議案第４３号、令和７年度校務用パソコン購入契約について、Ｗｉｎｄｏｗｓ１０のサー

ビス終了に伴う校務用パソコンの購入であるとのことでした。委員より、今回の入札は辞退

が多いがその理由はとの問いに、１１社を指名し４社が辞退、辞退の主な理由は期限内に物



 

 

品の調達が困難とのことでした。また、今回、辞退した業者はペナルティの対象にはならな

いのかとの問いに、ペナルティの対象にはないとのことでした。また、今後、県や他の自治

体の状況も参考にしてペナルティについて検討していくとのことでした。 

議案第４４号、令和７年度海陽町一般会計補正予算（第１号）の所管の部分について協議

をいたしました。総務費の主なものは、地域公共交通確保維持改善事業委託料３５８６万円、

車両購入費３５２万円。委員より、購入車両については５人乗りということだが、荷物も多

い場合のことも考えて車種を選ぶのか、いつ頃から運行するのか、現在のバスはどうするの

かとの問いに、現在利用している方は最大で３名程度ではあるが、荷物を載せることも考え

て車種選びをしたい、運行は１月頃からを考えている。現在のバスは海南・海部地区のバス

が古くなっているので入れ替えを考えているとのことでした。 

衛生費の主なものは、郡衛生処理事務組合負担金１２００万５千円は解体工事費の負担金。 

教育費の主なものは、奨学金基金繰出金３０９万円は時効の援用による債権放棄のよる損

失分を補填するもので、委員より、現在奨学金を希望する人数はどうなっているのか、台帳

の管理と納付のお金の流れはどうなっているのか、今後の対応についても資料はあるのかと

の問いに、奨学金を希望する人数は年々減っていて、上限人数を超えることはない、台帳は

教育委員会で管理し、納付については納付書により出納室に直接入るようになっている。今

後の対応についての資料を委員に配布し、中身について説明を受けました。一般コミュニテ

ィ助成事業補助金２５０万円は、海部公民館４階の机、椅子の購入費であるとのことでした。 

特別会計の補正予算の主なものは、人件費の改定によるもので、議案第４５号、令和７年

度国民健康保険特別会計補正予算（第１号）については、事業勘定については２１４万円を

増額し、１５億７７４６万１千円に、議案第４６号、令和７年度介護保険特別会計補正予算

（第１号）については９４８万８千円を減額し、１６億４４５１万円とするものでした。 

議案第４９号、令和７年度海南病院事業会計補正予算（第１号）では、収益的収入及び支

出は、収入・支出とも５８９万円を追加するもので、人事異動、薬剤師雇用による人件費と

病院見学旅費支給補助金であるとのことでした。 

報告第２号の繰越明許費に係る繰越計算書の報告について、所管の部分について報告を受

けました。 

概要は以上のとおりで、委員会を午後２時４５分に閉会いたしました。 

これをもちまして、文教厚生委員会の委員長報告を終わります。 

 

○東議長 

これで文教厚生常任委員会、委員長報告を終わります。 



 

 

 以上で、委員長報告を終わります。 

 

○東議長 

日程第３、一般質問を行います。 

 通告順により発言を許可します。１番 長江議員。 

 

○長江 

 議長の許可を得ましたので、ただいまより一般質問に入りたいと思います。 

まず初めに、蓄電池の補助についてということでございます。 

現在、本町では太陽光発電についての補助はあるが、最近では、それに附帯して蓄電池を

整備することにより、余剰電気をためて自家消費をしている方が増えています。太陽光発電

と蓄電池を同時に設置する理由は、電気代が年々高騰していること、また、太陽光発電だけ

の設置では買取価格も減少していること。あまりメリットがないこと、災害時の停電時でも

電気が使用できること、そして、蓄電池に対する国や県の補助金制度が充実してきたことな

どでございます。全国的にも補助金を出している自治体も多く、ＳＤＧｓにもつながる取り

組みであるともいえます。県内では阿南市と徳島市が独自の補助金制度を設けておりますが、

本町でも国・県の補助金に上乗せの補助金は考えられないでしょうか。また、これらに付随

して、省エネ家電に買い替えに対して補助を出す自治体も多くあります。全ての家電ではな

く、エアコン、冷蔵庫、ＬＥＤ照明に限っている場合が多く、また同じ市町村内で購入した

ものに限っていて、買い替えに対する制限は設けているようです。これについても、環境へ

の配慮や市町村内での購入となっているため、経済効果にもつながるものであると思います。

このことについても併せて上乗せの補助金が考えられないか、お伺いをいたします。 

 

○東議長 中内住民環境課長。 

 

○中内住民環境課長 

太陽光発電の補助に加え、蓄電池の設置についても補助をできないかとのご質問にお答え

をさせていただきます。 

本町では、第２次海陽町総合計画に基づき、豊かな自然環境を次代に受け継ぐため、住民

一人一人の環境負荷の少ない暮らしや産業活動の促進、環境保全対策などを進め、地域ぐる

みで環境に優しい社会の実現を目指して、さまざまな施策を展開をしているところでござい

ます。その一例といたしまして、第２期海陽町まち・ひと・しごと総合戦略の中においても、



 

 

環境・エネルギーの先進公共施設の推進を掲げまして、まずはＣＯ２総排出量のおよそ２割

を占める公共施設のうちで、海南庁舎、海南病院、海南海洋センターの三つの施設を選定を

して、照明器具のＬＥＤ化、空調設備の省エネ化等に地方公共団体カーボン・マネジメント

強化事業に取り組んでいるところでございます。令和６年度の実績では、年間３２１・９ト

ンのＣＯ２削減目標に対しまして、５７・７トンを超えた３７９・６トンのＣＯ２削減を達

成をしております。今後も毎年１％の削減を行うことを目標に取り組みを進めてまいります。 

さて、議員お話の町民の皆さまに対する再生可能エネルギーの導入促進についての支援は、

地球温暖化対策及びエネルギーの地産地消、さらには災害時の電源確保といった観点から極

めて重要であると認識をしております。特に、太陽光発電や蓄電池の導入は、年々高騰して

いる電気料金への対応や災害時の停電時における電源確保にも寄与するなど、地域のレジリ

エンス向上にも資するものでございます。 

現在、本町では、太陽光発電設備に対する補助を平成２３年度から行い、令和６年度まで

の１４年間で計７９件、１１９４万９千円の補助の実績となっております。導入当初の頃は

年間２０件や１６件の実績がございましたが、最近ここ５、６年間の間では、年間に２件か

ら３件の設置という状態となっております。導入が進まない要因といたしましては、以前に

比べ、売電価格が下がったことのほか、初期投資が高額であることや設置後のメンテナンス

と劣化の対応、立地場所による発電量の不安定さや設置スペースの確保、今後の廃棄に係る

リサイクルの処分方法などが考えられます。そこで、議員お話のとおり、太陽光発電だけで

はなく、太陽光と蓄電池の組み合わせは、平常時の電力自給に加え、停電時や災害時も有効

なエネルギーインフラとしての役割が期待をされており、地域のレジリエンス向上にもつな

がるものと考えております。こうした認識のもと、太陽光発電設備と蓄電池の併用につきま

して、さらには電気自動車等の充給電設備を視野に入れながら、先行事例の自治体を参考に、

国・県の補助金等も注視をしながら検討を進めてまいります。 

続きまして、省エネ家電に対する補助についてのご提案についてのお答えをさせていただ

きます。本町におきましても、エネルギー価格の高騰や地球温暖化対策の観点から、家庭に

おける省エネルギーの推進は重要な課題であると認識をしております。とりわけ、家庭で使

用される電力の多くが家電製品によるもので、省エネ性能の高い家電への買い替えは、家計

負担の軽減だけではなくて、二酸化炭素排出量の削減にも効果があると考えております。家

庭における家電製品の中で消費電力が大きい家電は、夏季・冬季ともにエアコン、冷蔵庫、

照明の順番となっており、この三つの家電で約６０％を占めております。議員ご提案の省エ

ネ家電の買い替え補助につきましては、財源が確保できるような、国の支援措置の動向を注



 

 

視をしながら、今後、先行自治体の事例も参考に、本町での財政の状況や既存の環境関連事

業との整合性、対象機器の選定、公平性の確保、民間事業者との連携の可能性なども含め、

総合的に検討を行いながら、町民の皆さまにとりまして、実効性のある省エネ支援の在り方

を考えてまいります。 

 

○東議長 １番 長江議員。 

 

○長江 

検討していただけるということでありますが、やはり最近、太陽光発電だけでは本当にや

ってもほとんど意味がないということで、蓄電池とセットで設置するところが増えておりま

す。先ほど今課長もおっしゃってたように、環境問題もそうなんですが、防災面でも、やは

り停電とか、あるいは災害時に電気が使えるということで、非常に有効な手段であって、町

のＰＲになるかなと思います。災害に強い町、あるいは環境に優しい町、そういうＰＲにも

つながっていくんじゃないかと。こういうことをすることによって、移住の方にも少しＰＲ

もできるんじゃないかなと思います。 

それから家電に関しても、やはり地球温暖化で最近では本当にエアコンがないと夏はもう

過ごせないということで、先ほどもエアコン、冷蔵庫、ＬＥＤ、これが６０％を占めるとい

うことでありますので、エアコンの買い替え、今、電気代も高騰していて、そのエアコンの

使用控えということになりますと、夏の熱中症の心配が出てきますし、そういうところから

も、やはりこの買い替えをして省エネで電気代を抑える、こういうことも町民にとっては本

当に命を守る施策ではないかと思います。あとＬＥＤの照明は、先ほど言ったように温暖化

の対象にもなりますが、蛍光ランプ、蛍光灯の２０２７年問題というのがあって、蛍光灯の

製造が中止されると。特に高齢者の家庭ではなかなか蛍光灯からＬＥＤに換えるっていうと、

自分で替えるのも大変でしょうし、そういうところからも、やはりこの買い替えというとこ

ろで、この対策にもなるんじゃないかと思います。ぜひ今こういういろんなことを絡めて、

東京都なんかはすごい潤沢な予算がありますので、これに対して１２０万円ですかね、の補

助があるということも報道もされております。なかなか市町村でそこまで補助はできないと

思いますが、やはり予算の範囲内でできることはやっていただければと思います。このこと

について町長のお考えをお聞きできたらと思います。よろしくお願いします。 

 

○東議長 三浦町長。 



 

 

 

○三浦町長 

お答えをいたします。まず蓄電池の補助の方でありますけれども、議員おっしゃるように、

私も防災面に関して、蓄電池の補助というのは有効な施策になるのではないかと思います。

しかしながら、金額が大きいことと、また予算に限りがあるために予算上限に達し次第、や

っぱり受付を早期に終了するというような、やっぱり自治体も頻繁に起こっているというよ

うなのが現状でありまして、効果が特定の家庭に偏ってしまうという恐れもあるため、現行

の町の予算だけでは暫定的な施策になってしまう可能性がございます。例えば、有事にです

ね、周辺の住民にも電気を供給していただけるという確約をいただいた上で補助を出して、

有事のときに多くの住民の方に最低限必要な電気を分け与えることができるような、ステー

ション的な役割を担っていただけるみたいな感じでですね、地域的にできれば住民の安心感

にもつながっていけるような施策ができればですね、また総合的に見る中で非常に防災面に

も強いまちづくりができるんではないかと思いますので、その辺りも含めまして、一度また

防災課の方でも、いろいろ協議もさせていただきたいと思います。 

そして、また徳島県では、現在、バッテリーバレイ構想を掲げているところでありまして、

蓄電池関連の産業を新たに徳島の産業の柱というふうにするために、関連産業の集積を今、

目指しているところです。今後、国内の蓄電池企業が徳島に集まってきて事業展開をしてい

く中で、県とも相談をしながらですね、町として取り組める事業というのがあれば、積極的

に取り組んでまいりたいと思いますので、またそのときは応援よろしくお願いをいたします。 

そして省エネ家電につきましては、現在、国の方から物価高騰で困っているところに使っ

ていただきたいということで、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金というのが、海陽

町に約５０００万余り来ているところであります。その使い道としまして、庁内でもですね、

町内の一次産業への燃料の補助とか、また学校給食費の補助、そして、各家庭の電気代の補

填とか、議員指摘なさっていたような省エネ家電の補助など、さまざまな活用方法も課内、

またいろいろ庁内の中で検討もさせていただきました。そしてその中でやはり広く困ってい

る方に行き届いて、そしてなおかつ町内の産業も潤う商品券がやはり一番良いのではないか

という結論に達しまして、町民１人当たり６千円分の商品券を配布する案を出させていただ

いております。今議会に予算提出しておりますので、議員の後押しをまたよろしくお願いを

いたします。 

 

○東議長 １番 長江議員。 



 

 

 

○長江 

物価高騰対策の重点支援地方創生臨時交付金を使って、商品券を今回、配布していただく

ということで、阿南市なんかはそれを利用して省エネ家電の買い替えをやっているというこ

とでございますので、また今後、活用方法についてもいろいろ精査していただいて、こうい

うものにも使えるということで、やはり先ほど言いましたように、エアコンの使い控えをす

るとどうしても熱中症の恐れがあるというようなこともございます。本当に命に関わるとこ

ろになりますので、そういうことも加味しながら考えていただけたらなと思います。あと蓄

電池についても、最初出た当初はむちゃくちゃ高かったんですが、最近、家庭用のコンパク

トなものとか、そういうのもたくさん出ていると思いますので、その辺もいろいろ研究して

いただいて、できるだけ先ほど言ったように、特に海陽町なんかは近所で助け合いというこ

とも結構あると思いますので、その電気が使える家、例えば一時的に避難するとか、そうい

うことも考えられると思いますので、そういうことも防災面でも考えていただいて、できる

だけ多くの家庭がこれをそろえていただいて、防災に強い町ということを今後アピールでき

たらいいかなと思いますので、また今後いろいろ検討をして、補助金が出せるのであればで

きるだけ出していただいて、防災に強い町、環境に強い町ということでアピールをしていっ

ていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 

それでは、続いて２番目の質問に入りたいと思います。 

学びの多様化についてですが、県教委は、本年度から県立学校に導入した制度ラーケーシ

ョンの活用促進を進めております。この制度は、児童生徒が探究活動などをするために学校

を休んでも欠席扱いとならない制度で、子どもと保護者の交流を増やすことや、保護者が土

日に働いている家庭で、家族が一緒に過ごす時間を増やすことを目的として導入された制度

でございます。県内では、上板町が６月から導入するようですが、本町においては導入に向

けての検討をされているのか、お伺いをいたします。 

 

○東議長 森﨑教育次長。 

 

○森﨑教育次長 

質問にお答えをいたします。徳島県教育委員会が令和７年度から県立学校に導入をいたし

ておりますラーケーション制度は、児童生徒が探究活動などのために学校を休んだ場合でも

欠席扱いとならない制度でございます。この制度は、子どもの探究心の育成、保護者との交



 

 

流機会の増加、さらには、保護者の働き方の多様化への対応など、多岐にわたる目的を持っ

ています。県内では、既に上板町が本年６月から導入をいたしておるというふうなことで、

各市町村におきましても本制度への関心が高まっているというふうに聞いております。海陽

町教育委員会といたしましても、このラーケーション制度の９月の導入に向けまして準備を

現在、進めているところでございます。具体的な計画といたしまして、本町におけるラーケ

ーション導入制度に向けまして、県の制度の内容を参考にしつつ、海陽町の地域特性や各学

校の状況、そして、保護者や児童生徒の状況を十分に踏まえた上で、実効性のある制度とな

るよう、要綱の策定を進めており、直近の定例教育委員会にて承認をいただく予定といたし

ております。ラーケーション制度導入には、制度の周知と理解の促進が不可欠であると考え

ておりまして、児童生徒、保護者、学校関係者に対して制度の目的や運用方法を詳しく説明

をいたしまして、制度の十分な周知と理解促進を図ってまいります。また県の補助金の制度

を活用いたしまして、分かりやすい説明用のパンフレットやリーフレットを作りまして、積

極的な広報活動も行ってまいりたいというふうに考えております。他の自治体での成功事例

を研究をいたしまして、それを海陽町の実情に合わせて取り入れることで、より効果的な運

用方法を模索をしてまいります。また、制度導入後には、定期的にフィードバックを情報収

集いたしまして、改善に役立ててまいります。これらの方策を通じまして、学校現場の負担

を軽減をしながら、ラーケーション制度の効果を最大限に引き出していくということを目指

してまいります。子どもたちの健やかな成長を支え、学びの機会を最大限に保障するために、

保護者や学校関係者の皆さま、そして地域の皆さまのご理解とご協力を賜りながら、より良

い教育環境の実現に向けて努めてまいりたいと思います。以上です。 

 

○東議長 １番 長江議員。 

 

○長江 

はい、これ県の方が促進しているということで、各自治体も今導入に向けて動いていると

いうことで、いろんな何ていうんですか、中身を精査していかないと、自治体によっては３

日間とかあるいは５日間とか、そのばらばらなところがあります。あとやはり運動会とかそ

ういう学校行事と重ならないようにとか、そういう細かいところまでルールを決めていかな

いといけないようなシステムになっているようです。このラーケーションが促進されるとい

うことは、やはり体験学習の大事さというか、そういうのとかあるいは家族の絆を深める意

味でも大きな事業だと思います。あと、平日に休みを取りますので、観光地に行きやすい、



 

 

例えば、町内でマリンジャムへ行っても、多分これラーケーションになると思いますので、

そういう観光需要の方にもつなげられるんじゃないかと。あるいは他町の学校でやっている

ところであれば、そのラーケーションで海陽町を訪れてもらう。やはり自然がいっぱいある

ということでいろんな体験ができると思いますので、観光にもつなげられる事業じゃないか

なと思います。そこらも絡めながら、うまく利用して、やはり観光等の連携も取りながらや

っていただけたら、本当に意味のある事業になるんじゃないかと思いますので、今後、そう

いう細かいところも含めながら検討していただいて、このラーケーションがより良い事業、

保護者と子どもがこのラーケーションを取りやすいようなシステムを考えていただけたらと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

それから次でございますが、岐阜県の美濃市では、市内の公立小学校で１・２年生の通知

表を廃止し、全国的には長野県や神奈川県の公立小学校でも個別で行っているところがあり

ます。この背景は、子どもが何に注目するかというと、例えば、二重丸が幾つあったとか、

他の子よりも多いか少ないかなどに着目しがちで、特に低学年の発達段階では、劣等感を感

じて自信や意欲を失うことがないように、仲間関係の序列が起こらないようにというのが大

きな目的であるということでございます。その代わりに、年に２回ほど個別懇談で、口頭で

学習や生活状況を保護者に伝えるほか、学年末に渡す修了証と共に１年間の所見を書くよう

にしているそうです。通知表の廃止の導入については、保護者の意見も聞く必要があります

が、やはり低学年で伸び伸びと学習をするという意味でもこの導入は考えられないか、お伺

いをいたします。 

 

○東議長 三浦教育長。 

 

○三浦教育長 

お答えをいたします。通知表は、指導要録のように法令によって作成が義務付けられてい

るものではありませんが、児童生徒の学習や学校生活の様子などを家庭に通知、連絡するも

のとして作成しており、児童生徒の学習や生活の振り返り、次への意欲付け、そして家庭と

学校の連携を図るための大切な手段となっております。議員ご指摘のとおり、子どもの序列

化や自己肯定感への影響には十分に配慮が必要であると思います。 

本町における現在の通知表は、観点別評価や所見欄などを活用しながら、児童生徒の学び

の過程や努力、意欲、取り組み方といった、数値では測れない面も含めて、総合的に記録・

伝達するよう工夫を重ねております。特に小学校低学年では、個々の児童の発達段階や個性



 

 

に応じた評価や所見の記述を重視しており、比較ではなく、一人一人の良い点や伸びを積極

的に評価するように取り組んでおります。また、通知表だけでは伝え切れない児童生徒の良

さや成長の様子については、個人懇談や家庭訪問などの機会を通じて、担任が保護者と直接

顔を合わせながら、丁寧に説明を行っております。さらに、通知表の評価の見方や記述の趣

旨が誤解を生まないよう、通知表の見方に関しても丁寧に説明し、保護者への理解を促すと

いう取り組みも併せて実施をしておるところでございます。通知表の様式や運用方法につい

ては、各学校の実情や児童生徒の実態に応じて対応できるよう校長の裁量となっており、教

育委員会が一律に通知表の廃止を指示・推進するものではございません。教育委員会といた

しましては、学校現場の判断を尊重しつつ、その教育的意義を損なうことのないよう、各校

の校長と協議を重ねながら、通知表をより効果的かつ発達段階にふさわしい形で活用してい

くよう支援をしてまいります。今後も児童生徒の発達段階や心理的側面に十分配慮しながら、

通知表の在り方を含めた評価の方法について、学校現場の声を丁寧に拾い上げながら、継続

的に検討し、子どもの健やかな成長と自己肯定感を育む教育環境の充実に努めてまいります。 

 

○東議長 １番 長江議員。 

 

○長江 

はい、やはり小学校１・２年生というのは本当に一番大事な時期であって、よく小学校１・

２年生の１年生を対象に小１プロブレムという問題、保育所・幼稚園で伸び伸びと育ってき

たのに、いきなり学習というような時間を区切ってずっと座ってろというようなことで、そ

こにまたその上に評価が加わるということで、劣等感・優越感、さっき言った序列化という

のが進んでしまって、そこから学校へ来れないというような子どももできる恐れがございま

す。先ほど言ったように、できるだけ子どもの本当に優越じゃなくて、その子の特性とか、

そういうところに重点を置いて、今後とも教育の方を推進していただけたらと思います。こ

れ先ほど言いましたように、全国的にも岐阜の取り組みというのは珍しい。全市立小学校、

小学校全部がやめたというようなことで、これも一つの手段かなと思いますので、また今後、

検討もしていただいて、どちらがいいのか分かりませんが、そういうことも検討しながら、

子どもが伸び伸びと育つような環境を整えていただけたらと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

それでは、以上をもちまして、私の一般質問を閉じたいと思います。 

 



 

 

○東議長 

長江議員の一般質問を終わります。 

議事の都合により、休憩します。（午前１０時２７分） 

 

○東議長 

休憩前に引き続き、再開します。（午前１０時４０分） 

一般質問を続けます。５番 富田議員。 

 

○富田 

議長の許可を得ましたので、一般質問に入らせていただきます。 

今現在、学童保育は、春休み、夏休み、冬休みの長期休暇期間に、小学生１年から３年生

までの児童を家庭で見ることができない方を対象に、朝の８時から午後５時までの時間預か

っていますが、私が約１年前に、預かり児童について、学年を１年延長して４年生まで延長

預かりができないかと一般質問をいたしましたが、そのときの担当課長答弁では、収容人数

は、今の人数で施設としては受け入れ人数がぎりぎりで入りきらないという状況で増すこと

が難しい。空いた施設があれば、今後、検討はいたしますと担当課長より返事をもらってお

りますが、今度、海部西保育所が空いてきたので、この施設を利活用して学童保育ができな

いか。保護者の方にとっても共稼ぎ世代が多いので、預かりができれば、火災の心配、児童

の安否等、安心して仕事に従事ができ、町にとっても子育て世代への環境整備促進につなが

っていくと思うので、町としてどういう利用方法を今現在考えているのか、担当課長、町長

にお伺いをいたします。 

 

○東議長 西宮子どもあゆみ保健課長。 

 

○西宮子どもあゆみ保健課長 

それではお答えをいたします。まず初めに、海部西保育所の利活用の検討状況についてで

ございますが、幼保再編により、令和７年３月３１日をもって閉所いたしました海部西保育

所の施設の概要についてでございますが、敷地が約１１００平米、木造平屋で延べ床面積が

約４００平米、閉所時で定員が４５名の保育所となっておりまして、現在の建物は平成８年

に完成し、築２９年となっており、経年による老朽化は進んでいる状態となっております。

閉所後の利活用についてでございますが、子どもの施設でございましたので、まずは子ども

のための施設としての利活用の検討を進めておりますが、整備にかかる費用、維持管理コス



 

 

トや運営にかかる人材の確保なども含めて考慮する必要がございます。併せて、子育て世帯

のニーズや地域の方のご意見も伺いながら、安全性、利便性、持続可能性など、多角的な視

点から、利活用方法を検討していきたいと考えております。また、ほかの行政利用の可能性

について検討を進め、行政利用が見込まれない場合には、広く民間による活用可能性につい

ても視野に入れたいと思います。以上のように、まだ検討段階でございますので、最適な活

用方法を精査し、その実現性について検討してまいりたいと思います。 

 

○東議長 ５番 富田議員。 

 

○富田 

今の先ほどの担当課長の答弁では、広く検討もしていきたいというようなお話ではござい

ました。それで、私も前のときにも質問をいたしましたが、先ほども申しましたとおり、空

いたときは検討もしていただけるというて、前課長からも答弁をもらっておりますので、今

回ですね、西保育所が空いてきたのでですね、間に合うたらですね、今年の夏から冬休みに

かけて利活用をできないか考えてもらいたいなと思います。これにつきましてはですね、今

現在、１年から３年まで、海南の保育所で共稼ぎのお子さん方のある所帯はですね、預かり

の料金も少額ですが、お支払いをして見ていただいております。それで先ほども申しました

が、保護者の方にとっては３年生までは見てもうて、３年から直に４年になったらもう家で

面倒見といてくださいよというふうになりましたらですね、夏休みの長期間やったら約４０

日間家の中におらないかんというようなこともございますので、子どもさんの人数もですね、

聞くところによると、去年は２０人ぐらいの出生数というようなことでもございますので、

ずんずん減ってもきておりますのでですね、保護者の安心安全のためにもですね、できるだ

け利用して、できるような体制を取っていただきたいなと思うんですが、もう一度どんなん

ですか。 

 

○東議長 西宮子どもあゆみ保健課長。 

 

○西宮子どもあゆみ保健課長 

お答えいたします。先ほど議員の方からもお話がありましたが、現在、夏休み等の長期休

暇期間の学童保育は、三つの小学校の児童を対象に、小学１年生から３年生までの児童で、

どうしてもご家庭で見ることができない方を対象に実施をしております。現在の実施場所は、



 

 

海南小学校の横にある海南こども館と、海部小学校近くの奥浦老人福祉センターで交互に実

施をしております。１年生から３年生までの利用とさせていただいている理由といたしまし

ては、昨年度の多い日で、３０人を超える児童の申し込みがあり、施設の収容人数と安全な

体制で実施するための指導員の確保の問題がございます。現在１カ所で、安全に事故なく見

るために５人から６人の指導員の確保にも非常に苦労しており、現在でもぎりぎりで、何と

か学童保育を維持している状況でございます。海部西保育所での実施ですと、収容人数は現

在と同程度になると思われます。議員からのお話につきましては、地域や保護者の皆さまの

ニーズに対応できる体制ができるのか、費用面、効果なども含めたさまざまな利活用の案の

中で検討してまいりたいと思います。 

 

○東議長 ５番 富田議員。 

 

○富田 

海部西保育所の施設についてはですね、先ほども担当課長の答弁で、平成８年に建てて２

９年経過ということではございますが、見た限りですね、また建物自体が建築基準法でいう

たら、耐用年数でいうたら、まだ半分来るか来んかぐらいの感じできかんと思いますのでで

すね、建物自体は、私の認識はまだ新しく、遊びは遊具等環境整備ができているので、学童

保育には最適であると私は思います。それで方法といたしましては、いろいろ方法があろう

かと思いますが、０歳から１歳の方をこっちの海南で見るとか、反対です。３歳から４歳児

は海南保育所にするとか、０から１は西の保育所とか、ほれの反対の方向でもかまんのです

が、できるだけ有効利用していただいてですね、そこらあたりの有効利用して、できるだけ

保護者の方に利便性を与えていただけるように、配慮方よろしくお願いをいたします。 

それではですね、続いて、第２点目の質問に入らさせていただきます。 

海陽町にもふるさと創造支援補助金等、補助金制度はありますが、今後のことを考察した

ら、補助の種類を包括し、網羅した制度のパンフレットを作成し、町のＰＲ活動に生かして、

地域活性化につなげていかなくてはいけないと考えますが、担当課長、町長の考えをお聞き

いたします。 

 

○東議長 乃一産業振興課長。 

 

○東議長 富田議員、ちょっと通告書の内容と違うようなところがあるらしいんですが、も



 

 

う一度質問、お願いします。５番 富田議員。 

 

○富田 

ここのですね、補助のもう一度言います、ほんなら。 

海陽町にもふるさと創造支援補助金等、補助金制度はありますが、今後のことを考察した

ら、補助の種類を包括し、網羅した制度のパンフレットですね、等を作成して町のＰＲ活動

に生かしていけないかということで、こういうようなパンフレットぐらいを作ってですね、

作るというようなお考えはあるのか、ないのかということです。 

 

○東議長 乃一産業振興課長。 

 

（富田 今ないけんに、ここらあたり今後のことで、今後のことも入れてですね。） 

 

○乃一産業振興課長 

ご質問にお答えいたします。海陽町ふるさと創造支援補助金等を拡充してですね、それに

関する網羅したようなパンフレットを作成する意向あるかどうかとのご質問であったかと思

います。 

今現在ですね、各種補助制度につきましては広報等によりましてご案内しているところで

はございますが、それぞれの制度におきまして、補助の内容をですね、更新したり、改めた

りした場合はですね、その都度、広報でありますとか、ホームページの方で周知しておりま

すので、議員おっしゃるような、それに特化した補助金パンフレットのようなものを作るか

どうかにつきましては、作成に係る必要性等も考慮しまして、必要であれば制作したいと。

従来どおりですね、広報活動とかホームページ等の掲載を通じまして、住民の皆さまには周

知していきたいと考えております。以上でございます。 

 

○東議長 ５番 富田議員。 

 

○富田 

今、担当課長の説明でも、きれいなもんには、網羅したような一括のもんやのうても、個々

のやつで広報紙とかいうんで、ＰＲをしよるというようなお話ではございます。それでです

ね、私もこの補助金制度をちょっと見てみました。見てみましたら、最高が１００万ですか



 

 

ね、補助ができるというようなこれだけでございますので、今後ですね、私が気にかけとる

ところの項目というのが入ってないということもございまして、今回ちょっと質問をほうい

う機会がありましたらですね、ほの項目を入れて検討してほしいなということで、今回ちょ

っと提案をさせていただきますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

それでですね、まず第１点目のですね、工事施設等の建設工事に対してですね、３割補助、

上限５００万ぐらいですが、できないか。これについてはですね、上限が上がるのが大変結

構かと思うんですが、町の方の予算もございますのでですね、上限５００万ぐらいというこ

とで考えております。 

第２点目につきましてはですね、用地購入費の２割補助ができないかということで提言を

しますので、そこらあたり１、２点について、先に担当課長より答弁をお願いいたします。 

 

○東議長 乃一産業振興課長。 

 

○乃一産業振興課長 

質問が２点あったかと思います。１点目の施設等建設工事に対して３割補助、上限５００

万程度ができないかというご質問についてお答えいたします。企業誘致に係る各種の補助制

度につきましては、徳島県や県内市町においてもさまざまなものが用意されているところで

ございます。各自治体の支援内容につきましては、大きく分けて税制上の優遇措置と補助金

等の優遇措置の２本柱で構成されております。まず、県内の自治体の税制上の優遇措置では、

業種、資本金規模、投下固定資本額等の適用基準を設けまして、固定資産税を一定期間課税

免除または軽減する制度が設けられておりますが、本町におきましても、製造業、旅館業、

農林水産物販売業、情報通信サービス業におきまして、一定要件を満たす場合に、固定資産

税について３年間の課税免除の適用を受けることができるようになっております。 

次に県内の自治体の補助金等の優遇措置の状況でございますが、新規に地元雇用があった

場合に、１人当たり年間２０万円から５０万円程度の雇用奨励金制度ですとか、事業用資産

の賃借料の一部を補助するといったようなものがございます。海陽町におきましても、起業

に係る初期費用を支援する海陽町ふるさと創造戦略補助金、上限１００万円の補助制度を設

けておりますので、新たに町内に営業所や工場などを設置する場合に活用いただける制度と

なっておりますので、この補助制度の活用も検討していただけたらと考えております。 

また、県におきましては、令和６年７月に徳島バッテリーバレイ構想を策定し、脱炭素社

会を見据え、蓄電池関連人材の育成と産業基盤を強化することで、蓄電池関連産業を徳島県



 

 

の新たな産業の柱として確立し、グローバルなカーボンニュートラルの進捗や経済安全保障

に貢献するとして、さまざまな支援メニューが設けられております。こうしたことを踏まえ

まして、議員ご質問の施設整備に係る補助ということでございますが、人口減少や少子高齢

化が進む本町の産業活性化を図る上で、企業誘致は有効な施策であると考えております。し

かしながら、現状で施設等取得に係る費用へ直接補助するということは、他の自治体でもあ

まり例がございませんで、慎重に検討する必要があると考えております。なお、今回ご提案

いただいたことにつきましては、今後の企業誘致支援制度の検討の中で参考にさせていただ

きたいと考えておりますので、その際には、議員のご意見、ご協力をよろしくお願いいたし

ます。 

 続きまして２点目の用地購入費の２割補助ができないかというご質問についてお答えいた

します。企業が海陽町内で事業を開始する場合に取得する用地の購入費の補助につきまして

は、業種や土地の使用方法、開発規模、場所など、さまざまな要因について検討する必要が

あると考えております。新規企業の町内への進出は経済的な面では大きなメリットがあると

考えているところではございますが、環境面や防災面など、多方面への影響について考慮す

る必要があることや、事業の継続性等も考慮する必要があるため、現段階で積極的に用地取

得に係る補助金を交付することは難しいと考えております。しかしながら、海陽町へ新規参

入する意思がある企業にとって、他の自治体と比較して海陽町が魅力ある場所であるという

アピールも必要と考えておりますので、例えば、土地や建物の賃借料に係る補助であります

とか、通信回線の使用料に対して補助金を交付するなど、事業用資産の取得そのものではな

いところで検討できればと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたしたいと

思います。以上でございます。 

 

○東議長 ５番 富田議員。 

 

○富田 

先ほどの課長の答弁で、できる範囲の賃借料とか、ここらあたりの情報についての金額に

ついてはやれるところは検討もしていただくということではございますので、まだ具体的に

は決まっておりませんが、もしこういうようなんが企業がですね、海陽町に来ていただける

というようなことでありましたらですね、前向きに積極的に検討をしていただきたいなあと

思います。 

それでは、続いてですね、３点目の先ほど答弁の方でちらっとは出てきたんでございます



 

 

が、固定資産税、ほれと法人が来た場合ですね、法人町民税の３年間の免除措置ができない

か。 

あと、第４点目でございますが、社員が海陽町地域内の賃貸住宅に入居した場合に限り、

月１万円の住宅補助ができないか。これにつきましては、私もこれができた場合はですね、

ただし、海陽町への住民票移転が必須条件ということで条件を付けましてですね、海陽町に

住んでいただけないかという考えておりますので、３点目４点目について答弁をお願いいた

します。 

 

○東議長 乃一産業振興課長。 

 

○乃一産業振興課長 

固定資産税、法人税の３年間免除措置ができないかというご質問についてお答えいたしま

す。現在、海陽町におきましては、海陽町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

に基づく固定資産税の課税免除に関する条例が制定されております。この条例は、過疎地域

内の産業の振興を図るため、海陽町過疎地域持続的発展計画、いわゆる過疎計画と呼ばれて

おるものでございますが、に記載された産業振興促進区域内、海陽町においては町内全域で

ございます、におきまして、要件を満たした事業の用に供する設備の取得等をした場合は、

対象資産に係る固定資産税について３年間の課税免除、全額でございますが、の適用を受け

ることができるようになっております。 

次に法人税の免除ができないかということでございますが、議員ご質問の法人税は法人町

民税いうことで答弁させていただきます。法人町民税につきましては、資本金や従業員数に

応じて課せられる均等割と、国税である法人税の額に税率を乗じて得られる法人税割の合計

によって課税されることになっております。現在、海陽町における税制上の優遇措置につき

ましては、固定資産税につきましては先ほど申し上げたところでございますが、法人町民税

につきましても、この条例の要件を満たした事業用資産につきましては、租税特別措置法の

定めによりまして、建物、機械等の資産について、通常の償却額に加えて、普通償却限度額

に一定割合を割増償却額として計上することができますので、必要経費に含めることができ

ることとなっております。結果的に課税所得の圧縮を図ることで、間接的ではございますが、

法人町民税の法人税を軽減することができることとなっております。税の大原則としまして、

応能負担原則というのがございますので、これは日本国の税制度の根幹にある大原則でござ

います。言い換えますと、各人の収入や生活、企業業績の状況はいろいろありますけれども、



 

 

経済的な能力に応じて税を負担するということでございます。したがいまして、法人町民税

の免除につきましては検討する余地はあるとは考えておりますが、現時点ではちょっと難し

いかなというところでございます。 

 続きまして、社員が海陽町地域内の賃貸住宅に入居した場合に限り月１万円の住宅補助が

できないか、期間は５年間程度というご質問についてお答えいたします。議員ご質問の住宅

補助につきましては、企業が海陽町へ進出した場合に、町外からその従業員の転入が見込ま

れるということを想定しての提案であると認識しております。確かにあの住宅補助をするこ

とで転入を促す効果が生まれるものと思いますが、それと同時にですね、海陽町民がその企

業で雇用されて、企業の利益が町民へ還元され、それが税収につながるという流れをつくる

ことも重要と考えております。 

次にここ数年の雇用情勢でございますが、どこの企業も人手不足により、人材の確保が困

難な状況でございます。これは既に町内で事業を行っている企業も例外ではございません。

皆さま、さまざまな方法で労働力の確保に努められていることと思います。企業誘致施策に

つきましては、移住確保政策に似た側面があると考えておりまして、新規参入する企業、移

住者だけを考えるのではなくてですね、町内の企業、住民、双方に公平な制度の構築を考え

ていかなければならないと考えております。そこで今後、制度の検討をするにあたり、既存

新規の分け隔てすることなく、新規に地元雇用することに対し、雇用奨励金のようなものを

併せて考えていくことで、町内の産業全体を盛り上げていければと思っておりますので、そ

の際には、議員のご意見、ご協力をよろしくお願いしたいと考えております。以上でござい

ます。 

 

○東議長 ５番 富田議員。 

 

○富田 

今、担当課長より、やれるところは考えておきますというような答弁でございますので、

できるだけできる範囲のことは考えていただきたいなと思います。 

それでは、質問の第５点目の会社が海陽町産で原材料を使用した商品について、ふるさと

納税返礼品の対象にできないかという質問をさせていただきます。 

 

○東議長 乃一産業振興課長。 

 



 

 

○乃一産業振興課長 

会社が海陽町産で原材料を使用した商品について、ふるさと納税返礼品の対象にできない

かというご質問についてお答えいたします。 

現在、ふるさと納税の返礼品は、総務省告示第１７９号第５条に掲げる地場産品基準に基

づき定められているところでございます。基準につきましては、一例として、町内で生産さ

れたもの、原材料の主要な部分が町内で生産されたもの、また町内で製造、加工などの工程

の主要な部分を行うことにより、相当の付加価値が生じているものなどという基準になって

おります。また、この地場産品基準を満たしたものを総務省へ事前申請し、認められること

で、返礼品として提供することができるようになっております。海陽町へ新規参入した事業

者の商品がこれらの基準を満たし、なおかつですね、企業さまのご協力をいただけるもので

あれば、積極的に返礼品のリストに加えて返礼品の内容を充実させることで、寄附額の増加

につなげたいと考えておりますので、そういう際にはですね、議員の働きかけや後押しをよ

ろしくお願いしたいと考えておるところでございます。以上でございます。 

 

○東議長 ５番 富田議員。 

 

○富田 

こういうような品物がですね、海陽町産の原材料つこて製品ができたらですね、できるだ

け返礼品に使っていただくようにお願いをいたします。 

それでは続きまして、第６点目の水道使用料金の３割軽減措置を３年間実施できないかと

いう質問にお答えをお願いをいたします。 

 

○東議長 圓山上下水道課長。 

 

○圓山上下水道課長 

企業誘致に伴い、水道使用料金の３割軽減措置を３年間実施することはできないかという

富田議員さんの質問にお答えいたします。 

水道事業につきましては、原則、町民の皆さまの水道料金によって成り立っており、独立

採算制で運営をしております。海陽町も人口減少に伴い、料金収入も年々減少しております。

水道施設等においても老朽化が進んでおり、ますます水道事業の経営は厳しくなっているの

が現状でございます。上下水道課でも経営の実態や将来の推計、課題などを共有しまして、



 

 

経営の効率性を高めるために企業努力を行っているところでございますが、基本的には水道

料金で必要な経費が賄われてなければなりません。経営が悪化し、困ったからといって、一

般会計から不足分を繰り入れてもらえるわけでもございません。また水道料金は、日常生活

に直接影響を与える公共料金であることから、公正で妥当なものでなければならず、公平性

が求められます。このことからについては、地方公営企業法や水道法の中でも定めておりま

す。今回の軽減措置につきましては、水道経営の悪化につながる可能性もあり、また、誘致

企業だけに軽減制度の適用ということは不公平さを生じるため、現状では困難であると考え

ております。繰り返しとなりますが、水道事業者では、町民の皆さまに安心安全な水を安定

的に供給できるよう、また、安定的な水道事業の運営、経営のために努力するところでござ

いますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。 

 

○東議長 ５番 富田議員。 

 

○富田 

水道担当課長の説明では、こういうようなお話でございました。私も考えてみたんですが、

これ水道の方は特別会計なので、今の話では、軽減措置を行うことは住民の不公正さが生じ、

また、住民に負担がかかる可能性もあるということなので、理解はいたしました。それでは

今後も健全な経営に努めていただき、できるだけ水道料金の値上げをしないよう努力してい

ただきたいと思います。 

それで、町長の方にお尋ねをいたします。先ほどの件なんですが、一般会計の方から繰入

金をするとかいう方法は考えられませんか。金額的には少ないと思う。一般会計は水道会計

に入れる繰入金、こういう方法が取れんのんかな。 

 

○東議長 浦川総務課長。 

 

○浦川総務課長 

富田議員からのご質問で、企業誘致に係る水道料金を減免、軽減した場合に一般会計から

補填ができないかというご質問であったかと思います。 

先ほど上下水道課長、答弁したようにですね、水道会計としては独立採算制が大原則で、

料金を負担していただける方に公正妥当なものでなければならないというのが基本でござい

ます。それの軽減をした後の一般会計からの補填、繰り出しについて、法令上可能かどうか



 

 

というのは今ちょっと持ち合わせてないので、実施可能かどうかいうのが、この場でちょっ

と答弁できないものなんですが、産業振興課長お答えしましたように、議員からのお話るる

制度設計についてご提案いただいたところではございますけども、そういったところへ補助、

海陽町に企業誘致するというのは総合的なところの対策、また魅力の発信というふうなもの

が必要であるかと思っておりますので、水道料金だけの話ではなくて、海陽町に進出すると

いう気持ちになっていただけるという機運の醸成が必要であるかというふうに考えておりま

す。以上でございます。 

 

○東議長 ５番 富田議員。 

 

○富田 

町長、私の方でるる６点ぐらい項目についてお話をさせていただきましたが、その全般に

ついてのですね、感想とか町長のお考え、今現在お持ちでしたらお聞きしたいと思います。 

 

○東議長 三浦町長。 

 

○三浦町長 

お答えをいたします。水道料金の軽減以外のものに関しましてはですね、さまざまな制度

もいろいろと課長の方からありましたけれども、町独自にするに当たっては、当初の持ち出

しというのが非常にマイナス要素が強く出るために、短期的な費用対効果を考えると、町の

公金を使う面においてはリスクもいろいろ考えてやらなければならない部分であると思いま

す。しかしながらですね、水道料金に関しましては、今までなかった水道料金が短期でも３

年間７割入ってくる、プラスされるということ、そしてまたそれ以降は、もし企業が残れば

１０割は水道料金に反映してくるということでありますので、現行の地元業者とのやはり公

平性ですね、そこを担保できるんであればですね、なかなか町の方からお金を入れるという

のは今ちょっと難しいのかなというふうなところもあるんですけれども、公営企業の中でで

すね、少しでもプラスになるんであれば、圓山課長に頑張っていただくのも一考かなという

ふうには思います。 

企業誘致に関しましては、目に見える雇用の創出とか、また経済波及効果、そして税収の

増加や消費の拡大、そして技術やノウハウの流入やまた有名企業であれば、地域のブランド

イメージの向上など、本当に地域にとって非常に大きなメリットがあると思います。逆にデ



 

 

メリットとすればですね、やはり税制の優遇とか、補助金の支給、そしてまた土地の格安提

供やインフラ整備など多額の費用がかかって、また誘致した企業が期待どおりに成長しなか

ったり、撤退をしたりした場合に投じた費用が無駄になるというリスクもございます。また、

新規参入企業が地元の中小企業と競合して、地元企業の経営を圧迫する懸念や、そしてまた

新規企業だけの優遇措置による地元企業との確執の問題、さらには地域文化に合わなかった

り、既存の住民とのトラブルなど、さまざまな懸念材料もございます。町が主導して企業誘

致を成功させるためには、これらのメリットとデメリットを総合的に考慮しまして、地域の

特性やまた将来ビジョンに合致した企業を選定して綿密な計画とリスク管理を行うことが不

可欠であると思います。現在、海陽町ではサテライト・コワーキングセンター城山荘を設置

をしておりまして、年間３万円でサテライトオフィスとして使っていただけるようにもなっ

ておりますので、まずはお試しをいただければと思います。基本的な考え方としましては、

地元企業に特産品開発補助金とか、またふるさと納税の取り組みなど、どんどん参画をして

いただく中で、まずは現行の地元企業の育成を図ってまいりたいと考えております。ただし、

企業が来ることによって町の様相が変わるような、一流企業からの申し出で、海陽町に何ら

かの条件を求められた場合には特殊事情として考慮した上で、そのタイミングというのを逃

してしまわないように、政治的に対応してまいりたいと思いますので、ご理解をよろしくお

願いをいたします。 

 

○東議長 ５番 富田議員。 

 

○富田 

そういうことで、町長の答弁でそういうことではございましたので、できるだけこれは未

来のことではございますので、ほういうような企業がですね、海陽町に触手を伸ばしてです

ね、来たろうかというようなときは、できるだけ検討も積極的に検討していただきたいなと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

以上をもちまして、私の一般質問は終わります。 

 

○東議長 

富田議員の一般質問を終わります。 

一般質問を続けます。４番 佐川議員。 

 

○佐川 



 

 

議長の許可を得ましたので、一般質問をさせていただきます。 

まず１点目は、ラーケーションについての質問です。 

この件につきましては、先に一般質問をされた長江議員と同様の内容となります。既にご

答弁において、９月導入に向けて進めているとのご説明がありました。現在、大阪・関西万

博が開催されております。高学年の児童や中学生は万博見学の機会がありますが、低学年の

子どもたちは学校行事として訪れることはできません。今回の万博は５５年ぶりの開催であ

り、世界を体験し、学ぶまたとない貴重な機会です。低学年の子どもたちにもこうした体験

ができるようラーケーションの制度を活用できるように、９月導入に向けて着実に進めてい

ただきたいと強く希望いたします。 

以上で、１点目のラーケーションについての質問を終わります。 

 次に２番目の質問をいたします。デュアルスクールについての質問です。 

デュアルスクールとは地方と都市の二つの学校を行き来し、双方で教育を受けることがで

きる新しい学校の形です。都市と地方をつなぐこの制度は、交流人口や関係人口の増加によ

る地方創生等、少子化への対応、そして子どもたちに豊かな体験機会を提供することを目的

としています。地方と都市の学校を結ぶ教育環境を創出することで、地方と都市双方の視点

を持つ人材を育成するとともに、二域居住や地方移住の促進にもつながります。徳島県では

この事業を県のモデル事業として推進してきましたが、令和７年度をもって県事業としての

取り組みは終了します。令和８年度からは、それぞれの市町村の判断と体制の下で実施とな

ります。既に各市町村教育委員会には県から説明があったものと思われます。現行の学校教

育制度では、１人の児童が二つの学校に同時に籍を置くことは認められていません。そのた

め、デュアルスクールでは、区域外就学制度を活用し、住民票を都市部に残したまま、保護

者の短期居住に合わせて、本県の学校に学籍を一時的に異動させることで実施しています。

この学籍異動により、受け入れた学校での就学期間は正式な出席日数として認められていま

す。また、１年の間に複数回行き来することも可能です。これまで受け入れ校にはデュアル

スクール派遣講師が配置され、児童生徒の学習や生活支援都市部の学校との連絡調整などを

行っています。 

本町では２０１９年に宍喰小学校で初めて受け入れが始まりました。その後、海部小学校

や海南小学校でも数組の児童が受け入れられております。着実に実績を重ねています。デュ

アルスクールがもたらす効果として、対象児童は地方と都市双方での生活を体験することに

よる多様な価値観の醸成、保護者としては新たな働き方やライフスタイルの実現、子どもと

過ごす時間の増加、移住に向けた教育環境に対する不安の軽減、受け入れ学校生徒は新しい



 

 

人間関係づくりや学校の活性化、地方と都市の違いを知る機会の創出、地域のよさの再発見、

受け入れ地域としては、交流人口関係人口の増加による地域活性化や移住促進が挙げられま

す。来年度からの取り組みについて、本町としてはどのように対応していくのか。また、継

続的な実現のためには予算化も必要になると思います。本町の取り組みの方針をお伺いした

いと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○東議長 森﨑教育次長。 

 

○森﨑教育次長 

デュアルスクールについてということでご質問にお答えをいたします。 

デュアルスクール事業につきましては、これまで徳島県が県モデルとして推進をしてまい

りました。しかしながら、令和７年度をもって県の事業としての取り組みは終了し、令和８

年度からは各市町村の判断と体制の下で実施されることとなっており、この件について、先

日、県教育委員会より説明がございました。まず、デュアルスクールについてでございます

が、佐川議員おっしゃるとおり、現行の学校教育制度では、二つの学校に籍を置くことは認

められておりません。そこで、デュアルスクールは区域外就学制度を活用することによりま

して、都市部に住民票を置いたまま、保護者の短期の居住に合わせまして、本県の学校に学

籍を異動をさせています。本町では、議員のお示しのとおり、２０１９年に宍喰小学校が県

内初の受け入れを開始して以来、海部小学校、海南小学校でも積極的にデュアルスクール児

童を受け入れてまいりました。本事業は、児童生徒にとって多様な学びの機会を創出し、教

育的効果はもちろんのこと、学校、地域の活性化にも大きく貢献しているものと認識いたし

ております。デュアルスクールがもたらす対象児童生徒への効果は、体験機会の拡大や学力

向上への寄与、地域住民との交流促進などであり、本町の将来を担う子どもたちにとっても、

新しい人間関係づくりの体験や我が町の良いところの再発見など、新たな価値観と出会うき

っかけになっています。つきましては、このデュアルスクールの事業の良いところを生かし

ながら、子どもたちの学びの活性化や移住促進のために、本町独自の事業として継続してい

くことも視野に入れまして、検討してまいりたいというふうに考えております。以上です。 

 

○東議長 ４番 佐川議員。 

 

○佐川 



 

 

今、教育次長から答弁をいただきましたが、その中で、教育的効果や学校や地域の活性化

に大きく貢献しているということでありますが、実際に来た生徒と交流したことにより、ど

ういう影響があったのか、お伺いしたいと思います。 

 

○東議長 三浦教育長。 

 

○三浦教育長 

お答えをいたします。次長の答弁と少し重なるところがあると思うんですが、本町の小学

校、中学校もそうですが、全て１学級でクラス替えをすることができません。このデュアル

スクールを通じて来た子どもたちは、本町の子どもたちとは違った価値観であったり、考え

方であったり、いろんなこう生活環境の違いがあります。その違いによって、子どもたちが

お互いの地域の良さ、特に本当に本町の子どもたちの本町の地域の良さを改めて知ったりと

か、それから知らない町への、デュアルスクールのことで知らない町をのぞいてみたいとい

うような興味・関心が湧いてきたりとか、それから、特にデュアルスクールで来た子どもた

ちが授業中によく挙手をし、発表するそうです。それに連られて、本町の子どもたちも活発

に発表する回数が増えてきたと。そういうようないい刺激をたくさん受けたということを学

校長からは聞いておるところです。本当に教育的なこのデュアルスクール制度で、本町を活

用することで非常にたくさんの今話した（不明）でもあるんですが、教育的な効果がたくさ

ん見られると。これが移住につながったかどうかちょっと私もはっきり分かりませんが、関

係人口の増大というのが十分ありましたし、また、来た保護者も地域とつながることで、地

域の活性化にも寄与してきたんじゃないかとそういうふうに考えております。先ほど次長も

答弁いたしましたが、こういう教育的効果がいいものがあるので、今まで県がやっていたの

は、本当に県のこのデュアルスクールのための準備、要綱であったり、ＰＲであったり、そ

れから受け入れの手続き、そして、受け入れて、受け入れるのはこっちの学校なんですが、

受け入れた後の振り替えと、なかなか県が県教育委員会とか委託業者にしていたことを海陽

町単独で全てやることは非常に困難でありますが、次長の答弁のとおり、海陽町のできる形

で継続を検討していきたいと、そういうふうに思っております。 

 

○東議長 ４番 佐川議員。 

 

○佐川 



 

 

今教育長から答弁をいただきましたが、お互いに対していい刺激になったり、地域活性化

につながっているのではないかということを言われました。海陽町はなぜ人気かっていうと、

お試し住宅があるので何かすごく人気なようです。この事業は、先ほど教育長も次長も言わ

れたとおり、双方にとっても良い事業だと思うので、ぜひとも町独自の事業として進めてい

っていただきたいと思います。 

教育熱心な町長に、このデュアルスクールについてどう思われているのか、お伺いしたい

と思います。 

 

○東議長 三浦町長。 

 

○三浦町長 

お答えをいたします。先ほどの教育長の話とほぼほぼ一緒になると思うんですけれども、

私自身もですね、やっぱり良い制度というのは続けていくべきであると思います。しかしな

がら、本来、県が制度設計をして、数年後に町村に移行して続けていく前提の制度を作ると

いうのであれば、うまく町村に行き着いていただけるようにしないと、続いていかないとい

うような面もありますし、今回は県が撤退するということでありますので、教育長からもあ

りましたけれども、予算や受入体制を考えると同じような形態というのはなかなか難しいと

いうふうに思っております。新たな海陽町版のデュアルスクールというのを考えて、現行の

制度にこだわらず、お客さま扱いもせず、無理なく運営していけるような形をつくり取り組

んでいければ、子どもたちにとってもプラスになると思いますので、目的意識をしっかりと

持った上で、海陽町の教育委員会として取り組んでいただければと思います。 

 

○東議長 ４番 佐川議員。 

 

○佐川 

さっき教育長が言われましたように、今までであれば、この手続きとか、この先生の配置

などが大変だったということをお伺いしました。それとは別に移住者とか、そういうふうな

んも含めて、海陽町独自な施策事業として取り組んでもらいたいと思います。また、これは

児童生徒にとっても教育効果があると先ほども言われましたが、また、地域活性化や移住促

進にもつながると思うので、これからいろいろ施策というか考えていただき、早急な実現に

向けて取り組んでもらいたいと思います。よろしくお願いいたします。 



 

 

 続きまして、３番目の質問をします。小学１年の壁についてです。 

小学１年生の保護者として、小１の壁と呼ばれる課題があります。保育所に通っていた頃

は１８時頃までの預かり保育があり、フルタイムで働く家庭でも安心して子どもを預けるこ

とができていました。しかし、小学校に入学してからは放課後子ども教室が１７時で終了し

てしまい、保護者の終了時間と合わない現状があります。保育所は福祉政策の下で、保育の

必要性に基づいた長時間保育が実施されています。また一方、放課後子ども教室は、文部科

学省の事業で、地域の見守りや教育や教育的意識を重視しているため、運営時間が比較的短

く設置されています。こうした背景も理解しておりますが、保護者にとっては、就労と子育

ての両立が非常に困難となっており、特に低学年のうちは支援が必要です。放課後子ども教

室が５時に終わった後、図書館で６時まで過ごすこともできます。それも１年生の保護者は

知らない方もいるのではないかと思います。また身近に見守ってくれる人がいると心配もあ

りませんが、全ての家庭がそういうわけではないと思います。１年生はまだ学ぶ、集団で過

ごすことの土台をつくっている時期です。安心できる場を提供することが大切ではないかと

思います。 

そこで質問します。このような小１の壁について、これまでの保護者からの声や要望が届

いていたと思いますが、どのように対応してきたのでしょうか。また、少子化が進む中、手

厚い支援が必要であり、長期休暇、夏休み、冬休み、春休みには学童があります。また、幼

稚園から小学校１年に入学するときの春休みについても預かりはあります。共働き、またひ

とり親家庭等において、放課後の時間延長や子どもが安心して過ごせる場所の確保など、子

育て支援対策を含めて対応はできませんか。 

 

○東議長 池田地域つながり課長。 

 

○池田地域つながり課長 

お答えいたします。議員ご指摘の小学校１年生の壁については、小学校に入学すると、幼

稚園での延長預かり時間と比べ、子どもたちが１人で過ごす時間が長くなり、入学を機に仕

事と家庭の両立が難しくなるなど、保護者に起こる壁であると認識しております。本町教育

委員会では、子どもたちの放課後の安全安心な居場所として、町内小学校に在籍する全ての

児童を対象に放課後子ども教室を運営しております。現在、海南・海部・宍喰３地区合計１

９７人、８割を超える児童が利用登録し、必要に応じ利用しております。基本的に学校給食

のある日に開設しております。海南・海部地区は終業後から午後５時まで、宍喰地区は小学



 

 

校の教室を利用していることから午後４時４０分までとなっています。保護者の迎えが必要

な児童で、迎えが午後５時を過ぎる場合、海部地区では放課後子ども教室の職員が対応して

おり、海南・宍喰地区では図書館で過ごせてもらえるよう、図書館と連携し対応していると

ころでございます。放課後子ども教室は、留守家庭の児童を対象とした学童保育と設置目的

は違いますが、子ども子育て支援の役割を十分に担っているものであると考えております。

ご提案の放課後子ども教室の時間延長につきましては、安全管理員の人員不足や高齢化など

により、時間延長に伴うスタッフ体制を整えることができないため、現時点での実施は難し

いと考えております。町内では、放課後子ども教室利用後の預かりにも対応できるファミリ

ーサポートセンターが設置されております。令和４年７月からは、町の補助金によって１時

間当たり５００円、ひとり親家庭や移住３年以内の方は１時間当たり３００円で利用できる

ようになっております。令和４年度からは、利用件数も順調に推移しており、令和６年度は

利用実績３９０件となっております。今後は既存の子育て支援サービスを十分に活用してい

ただく中で、子どもあゆみ保健課ともさらなる連携を行い、放課後児童の支援体制の充実に

努めてまいりたいと考えております。 

 

○東議長 ４番 佐川議員。 

 

○佐川 

今、答弁をいただきましたが、放課後の時間延長についてはスタッフ体制などで難しいと

いうことですが、それに代わるものとしてファミリーサポートセンターの利用ができるって

いうお話でありました。このファミリーサポートセンターの詳細を保護者であってもあまり

知らない方もいると思うので、そのファミリーサポートセンターの詳細の利用方法とか、条

件と周知はどのようにしているのか、お伺いしたいと思います。 

また、池田課長の答弁の中にもありましたように、町の補助により３９０件という多くの

方が利用しているということでしたが、その利用者はどのようなことで利用しているのかも

お伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○東議長 西宮子どもあゆみ保健課長。 

 

○西宮子どもあゆみ保健課長 

お答えいたします。かいようファミリーサポートセンターは、子育ての援助を受けたい人



 

 

と援助を行いたい人が、それぞれ依頼会員、提供会員となり、双方を結び付け、地域で助け

合う会員制の組織として平成２７年７月に海部庁舎３階に開所いたしました。以来、会員数

は令和７年３月末で２９６人となっております。利用条件は、０歳から小学６年生までのお

子さんがいる町内に在住、通勤されている方になります。ファミリーサポートセンターを利

用するには、まず会員登録を行っていただきます。登録は無料となっております。会員登録

後、援助が必要な場合にセンターに相談し、援助を提供できる提供会員とのマッチングを行

います。事前打ち合わせを済ませた上で援助活動が開始されます。援助終了後に提供会員に

利用料を支払うという流れになります。周知方法でございますが、子育てのイベントでのチ

ラシの配布やポスターの掲示、また令和７年度改訂版の海陽町で行っている子育てサービス

を１冊にまとめた子育て情報誌「すくすく海陽っ子応援 BOOK」を町内の保育所、子ども園、

小学校から保護者へ配布をさせていただきました。加えて、広報紙を活用し、６月から毎月、

ファミリーサポートセンターのお知らせのスペースを設定し、周知を図っております。令和

６年度のサポートの内容についてでございますが、保育所や放課後子ども教室、子どもの習

い事などの送迎が１０１件、保育所や放課後子ども教室の開始や終了前後の預かりが２４件、

保護者の仕事や体調不良、育児疲れなどのリフレッシュでの預かりが１９６件、病児・病後

児預かりが５６件などとなっております。先ほど池田地域つながり課長の答弁にもありまし

たが、令和４年７月から利用助成制度を開始し、また、令和５年１０月からは病児・病後児

預かりを開始するなど、子育てのニーズに対応し、より利用しやすくなるよう取り組みを実

施しております。 

 

○東議長 ４番 佐川議員。 

 

○佐川 

ファミリーサポートセンターの名前は知っていたりしますが、詳細のことについてはそれ

ほど皆さん知らなかったと思います。今回、利用状況によって送迎とかがあるということで

とても利用しやすい環境にあると思います。周知についてはポスターとか、あんまり見たこ

とがないですが、パンフレットとか配布していますが、パンフレットに目を通さないと、そ

れも周知できていないということになると思います。けれどもこの６月から広報にファミサ

ポの情報発信をするということで、それはすごく期待しております。今まで知らなかった人

もこのファミリーサポートセンターを６年生まで活用できるということなので、皆さん知っ

て活用してもらいたいなと思います。これからの時代こういうことというか、ニーズが増え



 

 

てくると思いますので、既存のサービス、このファミサポとか、この子ども教室などを含め、

今まで以上に教育委員会と子どもあゆみ保健課と連携を取っていただいて、安心安全な子育

てができるために、子育て支援体制の充実に力を入れてほしいと思います。 

これで私の質問を終わります。 

 

○東議長 

佐川議員の一般質問を終わります。 

議事の都合により休憩します。（午前１１時５５分） 

 

○東議長 

休憩前に引き続き再開します。（午後１時３０分） 

一般質問を続けます。２番 木内議員。 

 

○木内 

それでは一般質問をただいまから始めます。 

我が海陽町も少子高齢化に伴って、近所で子どもを見かける機会が少なくなってしまいま

した。海陽町の広報紙はいろいろありますが、まず議会だよりに、海部西保育所今まであり

がとう、また海南保育所餅つき大会、広報で子ども園開園式、公民館報で共楽運動会と立て

続けに幼児の写真が多く掲載されています。特に表紙の幼児に当たって保育所や保護者との

連携が取れているか、最終の審査、責任者は誰がするのか、発行までの手順を説明してくだ

さい。 

 

○東議長 岩佐行革政策課長。 

 

○岩佐行革政策課長 

広報紙の編集において、使用する写真の承諾や確認などについて、どのような手順で行っ

ているかについてのご質問にお答えいたします。 

広報紙の編集の手順といたしましては、各担当課において作成した記事原稿を広報担当課

であります行革政策課で取りまとめ、ページ配置を行いまして、編集会議において、全体の

構成などを確認いたします。印刷会社から上がった校正原稿を職員全体に共有し、各課にお

いて、主に所管の記事の確認をし、修正・再校正・確認の作業を行っております。全ての修

正が反映された最終校正を広報担当課で確認、校了後、印刷の工程へと進めております。使



 

 

用する写真につきましては、原稿を作成する担当課が準備しており、表紙につきましては、

広報担当課が作成をしております。各団体から提供いただく写真を使用する場合もあります

が、職員が撮影する場合には、事前に口頭にて撮影の許可をいただき撮影をしております。

特に人物の写真は、イベントなど不特定多数の方を撮影する場合は、個人が特定されにくい

ようなアングルで撮影したり、被写体ご本人に許可をいただくなどの対応をしております。

学校や園などでは、年度初めに一括で保護者から承諾を得ているケースが多いため、学校や

園などに使用の目的を説明した上で撮影させていただいており、都度、保護者の方お一人お

一人にご確認いただくことは行っておりません。以上でございます。 

 

○東議長 ２番 木内議員。 

 

○木内 

今回のですね、写真差し替えのケースは保護者に確認をしていなかったということが原因

であるというわけですね。今後どういうふうにするのか、お尋ねします。 

 

○東議長 岩佐行革政策課長。 

 

○岩佐行革政策課長 

今後の対応方針、改善策についてお答えをいたします。 

人物の写真、特に子どもたちの写真につきましては、広報紙の魅力につながる要素である

一方で、安全面の観点からも個人情報への配慮が大変重要であると認識しております。広報

紙は印刷物として配布されるだけでなく、ホームページでも公開されることを念頭に置き、

さらに慎重に対応をしてまいります。具体的には、校正の各段階、特に最終校正においては

担当課だけではなく、複数人の多様な視点で確認をするように改善を図ってまいります。学

校や園など人物の所属が特定できる場合は、校正原稿を関係機関に必ず確認いただくことを

徹底してまいります。また、写真等の取り扱いについて具体的なチェックリストを作成し、

これまで以上に、慎重に写真選定における配慮と確認を強化してまいります。これらの方針

に沿って、プライバシーに十分配慮しながら、安全で魅力的な広報紙を目指し、広報活動を

行ってまいりますので、引き続きご指導をよろしくお願いいたします。 

 

○東議長 ２番 木内議員。 



 

 

 

○木内 

広報は回収できますが、ホームページに公開されたら消えません。複数の多様な視点で確

認するのは当然でありますが、最終的な校正に新たなチェック機関を、どういうメンバーで、

誰が責任者で、どういうふうに組んでいくのか、お聞きしたい。 

 

○東議長 岩佐行革政策課長。 

 

○岩佐行革政策課長 

最終校正におけるチェック体制についてのご質問にお答えをいたします。 

広報海陽につきましては、毎月１回の発行ということで、編集作業のスケジュールが大変

短いことから、現時点ではなかなか最終校正の時点で多くの方にチェックをしていただくと

いう体制がこれまで取れてきておりませんでした。今後、議員のお話のとおり、どういった

メンバーでチェックをしていくかというところも含めまして、検討してまいりたいと思いま

す。以上でございます。 

 

○東議長 ２番 木内議員。 

 

○木内 

今回のですね、件に関しまして、既にもう関係者、保護者、既にこのあたりの了解を取っ

ているのか、また広報は回収できるのか。回収してください。 

 

○東議長 岩佐行革政策課長。 

 

○岩佐行革政策課長 

発行した広報の回収についてでございますが、回収については大変申し訳ない思いではお

りますが、全ての広報紙を回収することは可能ではないと考えております。ただ、公共施設

等に配布した広報紙につきましては回収してまいりたいと考えております。以上でございま

す。 

 

○東議長 ２番 木内議員。 



 

 

 

○木内 これ関係者、それに保護者、既に了解を取っておりますか。 

 

○東議長 岩佐行革政策課長。 

 

○岩佐行革政策課長 

お答えします。保護者、関係者への了解の件でございますが、先ほども編集の過程のとこ

ろで説明いたしましたように、一括での承諾を得ているということで、個別の了解というの

はいただいていないというのが現状でございます。 

 

○東議長 ２番 木内議員。 

 

○木内 今後、保護者から回収の要請があれば受けますか。 

 

○東議長 岩佐行革政策課長。 

 

○岩佐行革政策課長 

配布した広報紙の回収の件でございますが、回収につきましてはできますということは言

えないです。既に処分されている方もいると思うので、回収はできませんが、先ほどもお答

えしましたが、公共施設等で回収は可能なものについては回収してまいりたいと考えており

ます。 

 

○東議長 ２番 木内議員。 

 

○木内 

ホームページの方ではすね、写真を差し替えて、これも不手際がありまして、一度差し替

えてまた２度目の差し替えをしとんですけども、逆にここらあたりももう少し相談をしてや

ればよかったと思うんですが、初めからすっぱりと変えてしまった方が良かったと思うんで

す。逆に１回目の差し替えで、余計前のイメージを彷彿させた。誠に恥ずかしいよとのこと

なんですけども。やっぱりこういうことを思いますと、やっぱり保護者にしてみれば、ぜひ

回収してほしい、特に思います。 



 

 

 

○東議長 三浦町長。 

 

○三浦町長 

お答えをいたします。広報の発行は海陽町となっておりますけれども、海陽町ということ

は人的には町長ということでありますので、広報海陽の紙面で不備があったということは、

私の責任でございます。ウエブサイトでの写真差し替え等々あったことを、本当に申し訳ご

ざいませんでした。紙面で公衆にお詫びを記事を出すのが良いのか、また個人情報などが絡

む場合は違う対応をした方が良いのかの判断は、時々の状況判断であると思いますので、よ

り迷惑をかけないように早急に対応してまいりたいと思います。先ほど課長の方からもあり

ましたように、まずは図書館とか、また公立病院など公共の場所においてあり、みんなが目

に触れるところに関しましては早急に対応をしたいと思います。そしてまた、町のウエブサ

イトで正しい情報を公開をしてまいりたいと思います。 

 

○東議長 ２番 木内議員。 

 

○木内 

町長、これ保護者からどうしても回収してほしいという要請があれば、どうします。 

 

○東議長 三浦町長。 

 

○三浦町長 

町の広報というような意味合いもありますし、また公的な部分、そしてまた、全戸に配布

をしているというふうなところもありますので、広報紙の反面、チラシ的な部分の意味合い

もございまして、その辺りもしそういう申し出があればですね、また保護者の方ともいろい

ろお話をしながら対応策というのは検討してまいりたいと思います。 

 

○東議長 ２番 木内議員。 

 

○木内 後になって回収するというのは逆に後手になるんで、やるんだったらすぐにやる。

回収する気がないんであったら、ここはもうやっぱり保護者を説得する、どうですか。 



 

 

 

○東議長 三浦町長。 

 

○三浦町長 

先ほども申しましたようにですね、その時々の状況判断で、よりご迷惑をかけないように、

例えば個人情報でありますと、ほぼほぼ多分、分からない、気づいていない方も知ってしま

うような状況にもなりかねることもありますので、その辺り細心の注意を払っていかなけれ

ばならないと思っておりますので、その辺りは、もしそういう場面があればご相談もしなが

らですね、対応策は両者が納得いくような形の最善策を考えていければと思います。 

 

○東議長 ２番 木内議員。 

 

○木内 

ここは町長がやっぱり出て行って、やっぱり直接に、やっぱり保護者に謝罪をして、回収

はできないけれどもという話をするしかないですね。もう既に各町内には広報が出回ってお

ります。それを回収するというのはなかなか難しいと思いますから、ただ、その努力はして

やらなければ、保護者はなかなか許してくれないと思います。以上です。 

 

○東議長 三浦町長。 

 

○三浦町長 

先ほどもお話もしましたけれども、広報の発行というのは海陽町というふうになっており

ますけれども、海陽町というのは人的には私の責任であるというふうなところでありますの

で、必要であれば、その辺り、私が出向くというふうなことも考えていきたいと思っており

ます。 

 

○東議長 ２番 木内議員。 

 

○木内 

はい。それはお願いしておきまして、次の質問にいきます。 

３月の議会でですね、教育委員会の任命についてを質問いたします。 



 

 

教育委員は議会の同意を得て任命するとありますが、３月の議会で、その説明にこういう

説明でありました。１名の任期途中での辞表が出たから、新しい人を残り任期に登用すると

説明でありました。任期途中での辞職を申し出た委員の理由に、一身上の都合である。再度、

確認したが同じであって、理由を教えてくれないので分からなかった。また新規に登用した

人の推薦理由は保護者であるというだけで、経歴人物の説明も全くありませんでした。教育

委員の説明を信じて、私は教育委員の賛成いたしました。ところが、海陽町教育委員会の中

にはですね、保護者代表の教育委員がおられなかった。地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律というのを読んでみますと、教育委員の中に保護者であるものが含まれるようにしな

ければならないと。教育を受ける児童生徒の保護者の視点を教育行政に反映させるため、保

護者が委員に選ばれるようにしなければならないと、こうなっております。ということは、

この３月の議会の新たな教育委員さんの承認までに誰も保護者枠の代表がいなかったと、こ

ういうことでありますか。確認したいです。 

 

○東議長 森﨑教育次長。 

 

○森﨑教育次長 

はい、質問にお答えをいたします。おっしゃるとおり、その際には保護者の委員はいらっ

しゃいませんでした。 

 

○東議長 ２番 木内議員。 

 

○木内 

ということは、海陽町教育委員さんの中にはですね、保護者枠の代表は誰もいなかった。

これ何年間ぐらい続いたんですか、これ期間が。 

 

○東議長 森﨑教育次長。 

 

○森﨑教育次長 

お答えをいたします。令和６年の５月の２８日から令和７年の新しい方がなるまでの４月

の３０日まででございます。 

 



 

 

○東議長 ２番 木内議員。 

 

○木内 

ということは、それまではおったわけなんですね。保護者代表枠の教育委員さんが。今回、

その保護者枠の教育委員さんがいなくなったもんですから、これは誰かを登用しなきゃいけ

ないという理由で誰か１人辞めさせたと、こういう意味ですか。 

 

○東議長 森﨑教育次長。 

 

○森﨑教育次長 

お答えいたします。教育委員の再任の議案提出時にですね、保護者の解釈が教育委員会の

方が間違っておったことが分かりまして、委員の中で、保護者としての立場で任命された委

員に事情を説明したというようなことでございます。 

 

○東議長 ２番 木内議員。 

 

○木内 

ということはですね、この教育委員さんの中にはですね、辞めとうなかったんやけど、教

育委員会の意向がほういう意向やったら、私が引いてあげるわと、こういうことですか。お

答え願います。 

 

○東議長 

議事の都合上、小休します。（午後１時５３分） 

 

○東議長 

休憩前に引き続き、再開します。（午後１時５４分） 

 

○東議長 三浦教育長。 

 

○三浦教育長 

先ほど次長が答弁したように、１年近く、保護者の方が教育委員の中には入っていません



 

 

でした。で、こういうことに至った理由としては、教育委員の任期からそういうあたりにつ

きましては教育委員会が所管しておりますので、この保護者という認識が私たちが甘いとこ

ろがありまして、大学生や学生がいたので、大学生がいるので保護者であるという認識があ

りました。で、ちょうどその今回の教育委員さんの人事案件を出すときに、そういうことが

ちょっと、中でちょっと指摘がありまして、県教育委員会等に確認をいたしました。保護者

というのはどういう方が保護者といくのかと。保護者の規定というのが事細かに書いている

ものはないんですが、県の教育委員会の見解は、文科省の見解では未成年、つまり今だった

ら１８歳になるまでのお子さんがいるのが保護者であると、そういうことを聞きました。そ

れまで今まで私の全ての責任でそういうところが認識甘いところがありまして、いけると思

ってたのが、そういうことが分かったので、これをもうこれは法的にありますので、やっぱ

りすぐに対応しなければいけないと。そういうところで、先ほどちょっと次長が答弁いたし

ましたが、一番任期も長くて、特に入ったときに保護者であった方に、まず事情を説明をい

たしました。こちらから辞めてくれとかそういうんではないんですが、やっぱり現状をする

ためには、分かった時点でそのまま放置はできないので、そういう形で最初に一番長かった

方に事情を説明して、その方の方から、それだったら私が、自分も子どももそういうふうに

大きくなっているので、私の方は辞めるという形で、話でした。はい、以上です。 

 

○東議長 ２番 木内議員。 

 

○木内 

これ今までにね、教育委員の会議の中でね、この教育委員の保護者枠がいないということ

は議論されてなかったんですか、１回も。 

 

○東議長 三浦教育長。 

 

○三浦教育長 

絶えずその辺りの保護者を入れなければいけないという法的な根拠がありますので、次回

のどのタイミングで保護者を変えていかなきゃいけないという議論は、教育委員会事務局の

中ではありましたが、先ほどお話しさせていただきましたように、こちらの認識がそういう

大学生がいるんだったら保護者であるという認識でいたので、そのタイミングが、変えるタ

イミングは私たちが間違っておったというところです。 



 

 

 

○東議長 ２番 木内議員。 

 

○木内 

教育長、海陽町の教育行政を預かる教育長がやねえ、保護者の認識が１８歳、んな甘い甘

い。町の教育長は義務教育の範疇にあるんですから、それが大学や高校や関係ないですよ。

もう常識的に考えて、町の教育行政は小・中義務教育であると私はほう思うんですが、どう

ですか。 

 

○東議長 三浦教育長。 

 

○三浦教育長 

一応の法的には、現在、私が認識したところはもう未成年、だから１８歳になるまでが保

護者である、１８歳になるまでのお子さんがいる方が保護者であるというところですが、木

内議員をおっしゃられますように、特に町の教育のいろんなそういう学校とかそういうあた

りのご意見をいただくには、小学校、中学校にお子さんがいる方がいつもいるというのが一

番望ましいのではないかと、私もそういうふうに思っております。 

 

○東議長 ２番 木内議員。 

 

○木内 

教育委員会の会議は常にですね、議事録をとって開示しなければならないとなっておる。

この中にこういう機会がありましたか。今回の要するに、保護者枠の教育委員さんの議論は

あったんですか。 

 

○東議長 森﨑教育次長。 

 

○森﨑教育次長 

お答えをいたします。毎月、実施をいたしております定例教育委員会は、はい、議事録と

っておりますが、木内議員おっしゃるような、保護者枠とかこういうような関係も含めた中

でのお話の方はございませんでした。 



 

 

 

○東議長 ２番 木内議員。 

 

○木内 

ということは、３月議会であなたが説明した、要するに一身上の都合で辞職したという、

これは嘘なんですか。 

 

○東議長 三浦教育長。 

 

○三浦教育長 

辞職願はご本人が提出された。で、理由としては、一身上の都合で辞職するという形で提

出をされました。 

 

○東議長 ２番 木内議員。 

 

○木内 

教育委員さんが任期途中で辞めるやいうこと、まずないんですよ。で、今回初めてね、教

育委員さんが任期途中で辞める代わりに新しい人を推薦したわけですけども、教育委員さん

ですから円満な方で、そういう教育委員会の現場を見てですね、辞表を提出したんだろうと

思うんですけどもね。ただやっぱりそこへ来るまでにですね、教育行政を預かるもんがです

ね、なぜここまで気がつかなかったかということ。 

 

○東議長 三浦教育長。 

 

○三浦教育長 

もう本当に私の認識不足で、こういうような状況を招いたことは、本当に教育行政を預か

る責任者として深くお詫びを申し上げます。 

 

○東議長 ２番 木内議員。 

 

○木内 



 

 

ということは、教育委員会の会議の中ではですね、保護者枠の議論は一切なかったという

ことなんですね。ここに来て、その再任される方と新任の方の議会の承認を得るために、急

遽ここで変えたと、こういうことなんですね。これね、むしろこれ途中でね、任期途中で辞

職するんじゃなくって、その前のタイミングだったと思うんですよ。本来、保護者枠で入っ

たという方も以前におられるわけですから、教育委員さんで。既にその方も保護者枠でなく

なっとるわけなんですね。そこら辺りをずっと放漫してきたと。ある程度、保護者枠で推薦

をかけとんであればですね、やっぱりそこらあたりの委員さんに認識をさせておかなければ

ならなかったと、こういうふうに思うんですけど、どうですか。 

 

○東議長 森﨑教育次長。 

 

○森﨑教育次長 

お答えをいたします。議員おっしゃるとおり、今後はですね、委員の中にも保護者枠で入

られている方っていうのはご認識いただいた上で、しかるべきタイミングで任期の途中で変

わるというようなことがないような形で、保護者という立場で入っていただくというのが適

当かというふうに思います。 

 

○東議長 ２番 木内議員。 

 

○木内 

任命権者は町長ですからね。町長、これ教育委員さん任命するときにね、やっぱり任期を

打たないからこうなるんですよ。初めにあなたにお願いします、ね。２期なら２期でいいで

すから、またもう１期やってくださいとこれできるんですよ。ただし、そういうことを言わ

んずくに登用するとずるずると長くなってしまう。なかなか首を切りに行くのは難しいです

から。これは教育委員さんだけでなくって、他の人事にも言えることなんですけども、だか

らやっぱり初めに任期を打っといてのやっぱり登用という、まあええ勉強になったと思いま

すけども、最後に町長、一言ほんなら。 

 

○東議長 三浦町長。 

 

○三浦町長 



 

 

お答えいたします。教育委員の任期というのは４年ということでありまして、４年で任期

を切っているというふうなところで再任は妨げないということでありますので、その辺りで

４年に１回、議会の方にも上げてご承認をいただくというふうなこととなっております。今

回の保護者枠につきましては、お子さんが任期途中で１８歳以上になった場合に、その委員

は直ちに失職することはなく、任命時における要件で任期満了まで引き続き、教育委員とし

て職務を遂行できるということにはなっているんですけれども、ただですね、次の任命の年

には新たな保護者要件を満たす方を選任しなければならないということで、その保護者枠の

方じゃない方が、次変わるときにですね、先にその方が任期が満了になったということで、

そこの時点で、保護者っていうのをまた入れとかないと、法律上おかしいことになるという

ふうなところでありました。言い換えればですね、教育委員会の他の委員の任期満了のとき

に、そのタイミングを考慮して、地方公共団体の長が議会の方に出して、同意を得て、保護

者要件を満たす新たな委員を任命する必要があるということでありましたので、今回、少し

タイムラグがあったというのはその辺りであると思います。ただ法律上、今回の提案に関し

ては問題はないところであるんですけれども、内部の方でぎりぎりにちょっとばたばたした

部分がありましてですね、その辺り議会の皆さま方にもご説明が不十分であったというとこ

ろで、こういう問題が出てきているところがあると思いますので、今後はですね、提案する

に当たって、まず内部の教育委員の方でもしっかりと話し合いをしていただく中で、きっち

りと次の委員さんの方、また上げていけるようにしていければと思いますので、ご理解をよ

ろしくお願いをいたします。 

 

○東議長 ２番 木内議員。 

 

○木内 

違憲状態の期間があったということで、これはもう教育行政の怠慢なんで、やっぱり今後、

教育長、これも今回、辞職された委員さん、高潔な温厚な方なんで、教育委員会の意向を反

映して自分から辞めていかれたということで、非常に敬意を表したいと思いますけど、そこ

らあたりも踏まえて、今後、教育委員会で反省してください。 

私の質問を終わります。 

 

○東議長 木内議員の一般質問を終わります。 

一般質問を続けます。６番 叶岡議員。 

 



 

 

○叶岡 

それでは一般質問をさせていただきます。 

本町、海陽町におきましてはですね、交通手段、一番重要なんはこの国道５５号線、その

道路が一番今重要な状態でございます。んで、最近は特に本町におきましてはですね、６５

歳以上の方、大方半分、半数近くなってきてるということで、交通安全対策をやはり十分と

らなくては、やっぱり危険な状態がよく起こっております。ほんで今、非常にこの道路の国

道５５号線なんですけども、国土交通省が管理しよんですけど、県も管理しておりますね。

それでまあ最近都会的というか、この役場の前にデータのテレビ、大きなテレビが設置され

ております。なぜそれを言うかといいますと、先般もあったんですけども、前の車が一つも

動かないと。で、どうしたんかいうと、前のほのテレビにずっと見とれて、見ておられまし

たね、お年寄りの方ですね。やっぱそういうふうな感じで、やっぱりこれ脇見運転になるん

で、非常に危険な状態のまま置かれているということなんで、このデータテレビ設置につき

ましてですね、何か規則はないのか、それをお聞きいたします。 

 

○東議長 奥原建設防災課長。 

 

○奥原建設防災課長 

はい、それではお答えをいたします。海陽町内で屋外広告物、先ほど議員さんのご質問の

ものを屋外広告物とさせていただきます、を設置するには、徳島県の屋外広告物条例に基づ

く許可が必要となってきてます。許可申請につきましては、町が屋外広告物の許可の権限移

譲を受けているため、建設防災課に申請書を提出をしてもらっております。議員ご質問の海

南庁舎前の交差点付近に設置している屋外広告物に関してでございますが、徳島県が発行し

ている屋外広告物の手引によると、高さ及び表示面積が適用除外の制限の基準内であるため、

許可申請の必要がない屋外広告物となっております。設置業者に確認したところ、広告の表

示時間は朝の６時から２１時までに設定しており、光の度合いにつきましても、環境省の光

害、光の害ですね、対策ガイドラインを踏まえた屋外広告物になっているとのことでありま

した。今後、住民の方々からの苦情があるのなら、企業の営利を阻害しない範囲内で設置業

者の方へ丁寧に説明を行いまして、協議を行っていきたいと考えております。以上でござい

ます。 

 

○東議長 ６番 叶岡議員。 



 

 

 

○叶岡 

はい、今おっしゃるように設置許可、本庁の方に委譲されてるということで、私も県の方

にも問い合わせしましたらですね、県都市計画課が町の方に委譲しておりますということで、

町の方で聞いてくれということなんで、申請書を受けとるっておっしゃってましたよね。や

っぱりその申請書を受け取って、ほん時に許可をほらせないかんと思います、やっぱり民有

地なんでね。ほいでほれをいかんと言うわけにはいかないので。しかし、今都会的になりま

してですね、やはりほのテレビをずっとほのお年寄りの方がやね、やっぱり見続けるっちゅ

うこと非常に危険な状況になりますんで、本町におきましてもですね、やはりほのお年寄り

の方々にはタクシーチケットを渡したり、デマンドバスになるというふうに、町長は今後こ

うやっていくというふうにおっしゃっとるんでね、今、非常に問題なのは免許の返納なんで

すよね。やはりほの免許返納も自由なんですけどね。やはりほのお年寄りの９０、ほんなん

いうたらいかんのんですけども、９０超えて非常に危ない方でも持っておられると、ほら事

故がなければいいんですけどね。これはもうなくなったら不便なんで持っとる方がいいんで

すけど、やはりそこあたりも、やっぱり行政側もですね、やっぱりその相手のことも思った

りいうような形でやっていかなければならないと思っております。 

そういうことでこの５５号線、もう一点、５５号線で非常に今、気になるのは、那佐湾の

入口、あそこで非常に水が溢れてますね。あれ大分日にちが経っとんですよね。それでほれ

で５５号線で水をあれぐらい出よったら、また今都会でよう起きている陥没事故、どういう

原因でなってるかちょっと分からないんですけども、そういう陥没が起きた場合に、何かカ

ーブで非常に危ないということで、たまたまふっと外へカーブしとったら大変な事故になり

ますよね。そこらあたりもほの県にですかね、話をして、どのような状況か、ほんで原因は

何かちゅうんを教えてください。 

 

○東議長 奥原建設防災課長。 

 

○奥原建設防災課長 

はい、お答えをいたします。議員ご質問の那佐地区の国道の水たまりについてですが、本

町としても現状は把握はしております。住民の方々からも改修の要望も多数お聞きしている

ところでございます。以前、上水道の漏水の疑いもあり、調査を行いましたが、上水道では

なく、その後、国の方で道路を掘削いたしまして調査を行いましたが、原因の究明には至っ



 

 

ていないのが現状であります。徳島河川国道事務所の日和佐国道出張所には、調査及び改修

の要望はしているところではございますが、改めて、現在の進捗状況を確認したところ、原

因が特定できず、調査中とのことでありました。本町としても、今後引き続き、調査及び改

修の要望を行いまして、早期に改善できるよう努めていきたいと考えております。以上でご

ざいます。 

 

○東議長 ６番 叶岡議員。 

 

○叶岡 

今、奥原課長おっしゃりよるように、国土交通省の方にお願いして、僕はこれはもうすぐ

にやらないかんと思うんですよ。結局今、新聞によう出てますけども、どっか先般も九州の

方で陥没事故をしたと。そこに車が行きあって落ち込んでけがしたと。埼玉県ではほの落ち

込んで亡くなった方もおいでるということ。んで、原因が分からんいうてもね、あんだけ水

が出よったらですね、山の水や、谷の水や分かりませんよ。だけど底はね、やっぱりそした

ら流れると思うんです。ほんでまた海岸部に近いし、流れやすい場所なんで、非常に気をつ

けて、やはり国土交通、僕も国土交通省に一応言ったことあるんですけど、なかなかねえ、

最近やっぱよく言うてくるけんというんやけども、いろいろやはりね予算の都合もあるとか

いろんな言い訳ありますわ。だけどそうじゃなしに命が、一番町民の命がかかっとんでね、

早急にやっていただきたいということで、お願いをさらに強く要望いたします。 

 それから次にほのふるさと納税、三浦町長なられましてからですね、非常に成績優秀とい

うか、金額もどんどん増えていっております。これはもう本当にこれは喜ばしいことなんで、

大変な努力をしよんだろうと思います。ほいでほの今年度目標は３億円ということで、大き

な金額を目標に持っておるんですけども、前年度は２億ちょっとですかね。ほれから大方１

億ちこうを増やすと。現状ではこの前も報告ありましたけども、すべり出しは非常に順調だ

ということなんです。だけどこれずっとやっていっておる場合ですね、返礼品が問題になっ

てくると思うんです。やはり新しい返礼品をどんどん作っていかなければ、やっぱり皆何度

もほのふるさと納税される方は、いろんな所からほの商品を取り寄せてます。そこらあたり

もっと考えていかなきゃならないんじゃないかということなんですけども、新しいこと何か

考えてますか。お願いします。 

 

○東議長 岩佐行革政策課長。 



 

 

 

○岩佐行革政策課長 

ふるさと納税を増やすためにどのような取り組みをしていくのかというご質問についてお

答えをいたします。令和６年度、本町にご寄附頂いたふるさと納税の実績は、２億９９１万

８千円。企業版と合わせまして、２億２５２７万１千円でございました。本町におきまして

は、多くの事業者さまのご協力のもと、６月１日現在で４８９の返礼品を掲載中でございま

す。地鶏、阿波尾鶏を中心に、伊勢エビや牡蠣などの海産物や野菜、加工品などの食品が大

半を占めておりますが、ほかにも服飾品や工芸品、宿泊・観光体験など、さまざまな返礼品

を取りそろえている状況でございます。３億円の目標達成には約３３％の伸び率が必要で、

達成するためには、返礼品の充実、魅力化が必要不可欠であると考えておりまして、月ごと

の目標額を設定し、随時、進捗を管理しながら戦略的に対策を進めてまいります。取り組み

といたしましては、本年度は特に１回の申し込みで複数回お届けする定期便の開発を強化し、

寄附者との関係を継続することで、リピーターの獲得と寄附単価の引き上げにつなげてまい

ります。また返礼品の内容量を工夫するなど、それぞれの生活スタイルやニーズによって選

びやすい返礼品展開を行い、新規寄附者の獲得を図ります。情報発信としては、ポータルサ

イト内の検索連動広告を有効活用し、ふるさと納税に関心が高い層への訴求を行うとともに、

都市部において、ふるさと納税や観光・移住関係のイベントなど、対面で直接本町の魅力を

お伝えできる機会を積極的に活用し、ＰＲに努めてまいります。さらには、寄附の使い道を

具体的に示すクラウドファンディングの実施や、昨年度の寄附者に対する寄附金活用実績の

報告など、本町の取り組みに賛同し、応援してくださる寄附者さまとの継続的な関係構築に

努め、本年度の目標達成に向け、積極的に取り組んでまいります。以上でございます。 

 

○東議長 ６番 叶岡議員。 

 

○叶岡 

今課長おっしゃったように、非常に頑張っとるんよう分かっております。本当によう頑張

っとると思います。課長はじめ課長補佐にしても。先般も私もちょっとパンフレットをいた

だいて持って行ったんですけども、やはり課長、課長補佐の取り組む仕方が非常に優秀やと

いうふうに思っております。ほんでまたほの返礼品の新しいものなんですけどね、やはりこ

の前話した都会へ言って話をしましたらね、やはりほの本町の非常に魅力的な町なんで、川

もあり、海ありということで、ほんでまあ徳島県の方も何をしとんですけども、釣り、ほの



 

 

イカダの上で釣りをされるとか、そういうのも入れていったりとか、ほいでほの僕もいつも

言っておる川を利用すると、川で泳げる所はあまり全国で少ないですからね。こんなきれい

な川でぜひほの泳ぐ所、川の駅というか、ところを返礼品の中に加えたらどうだろうかとい

うのを提案しときますわ、はい。ほいでほのやはり返礼品の中でもですね、毎年毎年しよっ

たら、もうほの野菜でも、最初は太かったんやけども、どないいうたらいいん、細くなって

きて、あんまり物もちょっと悪いなったなと感じるものもありますので、やっぱりそういう

ところも変えていかなんだらいけないんちゃうって、いうのは、もらった人はそのときにこ

れを見て思いますんでね、やはりやっぱりせっかくこんだけ頑張ってやりよる、やっぱりえ

えように思っていただきたいというな感じで思います。 

町長にちょっとお聞きしたいんやけど、町長、やっぱりようこのふるさと納税頑張っとん

ですけども、今後、町長がトップセールスという感じでやられると思うんですけども、いろ

んな形をどのような形で、今後、トップセールスを行っていくのか。ほいで我々議員もです

ね、やはり協力して、みんながやれるような、返礼品からいろんなことに関して、やっぱり

こういう機会を持っていただいてもいいんじゃないかなと思っております。町長、今後どの

ようにこの件について取り組まれますか、お聞きします。 

 

○東議長 三浦町長。 

 

○三浦町長 

すいません、まず答弁の前に１点だけちょっと誤解があるかもしれませんのでと思ってで

すね、先ほどの看板の話なんですけれども、町の許可申請の必要のない屋外広告物というこ

とで、町が許可を出してるということではありませんので、県庁も含めて申請の必要のない

ものであるというふうなことでご理解をいただければと思います、はい。 

それではふるさと納税につきましてお答えをいたしたいと思います。まずトップセールス

でありますけれども、今力を入れていってるのがですね、やはり企業版ふるさと納税であり

まして、企業にこういうふうな取り組みを海陽町でしているということをアピールしてです

ね、企業の方にお金を出していただいて、さらには海陽町の施策につなげていけるというふ

うなことで、そこの企業のところまで、私が出向いたりとかいろいろそういうようなことも

しながらですね、企業の方々から今寄附金もかなり頂いているところでございます。今後も

積極的に取り組んでいきたいとそのように思っております。 

そして、先ほど川の話もありましたけれども、先日、県の観光の担当とまた旅行会社が海



 

 

陽町に来庁いたしまして、海陽町の川での体験観光を売り出していけないかと視察をいただ

いたところです。海陽町は、海・山・川とコンパクトにまとまって、自然が一流の自然があ

って体験ができる地域であると思いますので、県からの提案なども形になっていければ、ま

たふるさと納税の方でも今あるこの体験プログラムに加えてですね、そういうのも入れてい

ければと思います。 

７年前の私の選挙公約として、ふるさと納税を年間１億円として、それを財源にまちを活

力あるものに変えていくと明言をさせていただきました。そして初年度からふるさと納税の

担当していただいたのが、現在の行革政策課の課長でありまして、７年間ずっと関わってい

く中で、現在では当初の目標を大きく上回って、昨年度までの合計で８億５０００万円を超

える実績を上げていただいております。今年度は３億円を目標に取り組んでおりますが、大

きな目標で担当課の頑張りだけではなかなか難しいところであると思いますので、今年度は

さらに町を挙げて取り組みを強化してまいりたいと思います。議員も今までふるさと納税の

宣伝とか、また後押しとかたくさんしていただいておりまして本当に助かっておりますので、

引き続きのご協力をよろしくお願いをいたします。そして今回のようにですね、川での体験

とか、海での体験とか、そういう自然体験などの発想もどんどん出していただいて、それを

ヒントに、来年度は今年度以上の目標設定ができるようにアドバイスもよろしくお願いをい

たします。 

 

○東議長 ６番 叶岡議員。 

 

○叶岡 

今まあ町長も前向き的な話もして思うんです。非常に一つ残念なのは、伊勢エビが９月ま

で禁漁なんですよね。でまあ都会とか行ったときに、伊勢エビどないなっとんな、伊勢エビ

食べたいちゅうん多いんですよね、意外と。去年も伊勢エビまつりがあるときに都会の人来

ていただいて、食べていただいて、もう感激してね、もっぺん食べたいと。いつ来たいんっ

て言うたら、８月に来たいちゅうんですよ。８月は伊勢エビないんよね、課長。禁漁でしょ。

だからもうちょっともっと冬の方にしてくれということなんですが、やっぱりそういうふう

な感じで、やっぱり海陽町として注目されとんでね、やっぱりそこらあたりも伊勢エビがあ

かなんだら、伊勢エビの代わりに何かないかなと。やっぱりたたきとかそういうのは非常に

いいんじゃないかなと思とんですけど、ほの納税してくださる方々の希望に添っていかない

かんと、やっぱそういういろんな意見をやっぱり集約するが必要じゃないかなと思います。



 

 

それとほの課長もようほの頑張っとんですけども、結局もっとこのパンフレットとかそうい

う分かるもんを、もっと町長したらどうですかね。やっぱりもうやっぱりこんだけしよんや

けん。ほれは冊子があるんですけども、どれを売りたいかと。必ず聞かれるのは何を進めて

くれますかって聞かれるんですよ。先般も納税したるわと、何をもらったらええんなと。今

言よるのは一番いいのは阿波尾鶏ですね、鶏肉ね。これは前回もらいましたよと。その代わ

りのもんないかなと。ほかのもんを進めてしよんやけど、そういうふうなほのメリットがあ

るというか、非常にね、町として売り出したいもんをしていただいたらいいと思いますんで、

そこらあたりよろしくまたお願いいたします。 

 それで次に移ります。先般の町長の行政報告の中で、ちょっと気になったんでお聞きした

いんですけども、町長、非常に頭がいいと優秀なんで、英語教育とか、ある意味、非常に力

を入れてやっておられますよね。文化的なものにはかなりの力を入れてると思います。とこ

ろがですね、町長、スポーツの万能なはずなんですよね。スポーツのことは一個も言われて

ない。やはりほの子どもたちに野球とかバスケットとかにしたって、もうほのゴルフにした

って、有名な方出よんです、町から。今回バスケットは西田くんがまた全日本選ばれてと、

そういうような形がありますんで、そこら辺りをどのように力を入れていただけるのか、お

聞きしたい。 

 

○東議長 池田地域つながり課長。 

 

○池田地域つながり課長 

質問にお答えいたします。子どもたちにとってスポーツは生涯にわたり、たくましく生き

るための体や体力の基礎を培うとともに、チームワークや記述を学ぶなど、人間形成におい

て大切な役割を果たすものでございます。しかしながら、近年、積極的にスポーツをする子

どもとそうでない子どもの二極化が認められる状況であると言われております。教育委員会

では、スポーツの基礎である走ることに着目し、子どもたちや保護者が関心を持つスポーツ

推進イベントとして、オリンピアンによる走り方教室を令和５年９月に２日間開催いたしま

した。５０メートル走の記録測定をプロコーチ指導の前後に行い、参加した子どもたちのほ

とんどが記録を更新するという結果で、参加した子どもたちからはプロコーチの指導は分か

りやすくて楽しかったと、多くの感想をいただいております。令和６年１２月には第２回、

令和７年５月には第３回と、他の競技種目ともコラボした形で人気のある走り方教室を継続

しております。今後も子どもたちの興味を広げるイベント開催など、スポーツに興味を持ち、



 

 

親しむことができる環境を充実させるよう取り組んでまいりたいと考えております。 

 

○東議長 ６番 叶岡議員。 

 

○叶岡 

今、課長がおっしゃりよったように、いろんな走り方教室とかそういう感じでやられるん

ですけど、どうしてもね、前々回言ったかな、やっぱり本町におきましては、バスケット、

西田くん、海陽町の名前よう出てますわね。そういう方々がおいでるんやから、そこらあた

りに対して、子どもたちがその夢を追うというような形をつくっていってあげるような感じ

をね、してもうたらどうかなと。野球に関しても、昔我々子ども時代はもう各学校で１チー

ムできましたけども、今もうできないわけでしょ、チームが、合同でないと。サッカーはで

きるけど野球はできないとかそういうような感じを聞きます。それはもうその時々の流行が

あるでしょう。だけどこの子どもたちが、やりたい子どもたちがすぐ取り組めるような形で、

やっぱり我々の方も教育行政の中でそういうなんをやっていくべきだと思うんですね。ほん

でこの走り方教室の方も、ほういうのも非常にもう僕はすばらしいと思う。やっぱ子どもた

ち体を動かさなんだら、将来的には非常にね、弱くなるし、強くなるような感じせないかん

という感じで思っております。そういう感じでしてますんで、池田課長の方でもそういうよ

うな感じでやられるんだったら、ここにも期待しておりますので、ぜひともよろしくお願い

いたします。ちょっとこう言いたい部分もたくさんあったんですけども、これで終わります。 

 

○東議長 

叶岡議員の一般質問を終わります。 

以上で、一般質問を終わります。 

議事の都合により、休憩します。（午後２時３４分） 

 

○東議長 

 休憩前に引き続き、再開します。（午後２時４５分） 

  お諮りします。日程第４、議案第３５号、専決処分の承認を求めることについてから、日

程第２３、議案第５０号、海陽町特別職で常勤のものの給与等に関する条例の一部を改正

する条例までの議案審議について、本会議を休憩し、全員協議会を開き、議案の審議を行

いたいと思います。これにご異議ありませんか。 

 

 （「異議なし」との声あり） 



 

 

 

○東議長 

 異議がないようですので、本会議を休憩し、全員協議会を開き、議案の審議を行います。 

 本会議を休憩します。（午後２時４７分） 

 

○東議長 

 休憩前に引き続き、再開します。（午後３時４０分） 

 本日の会議はこれで延会したいと思います。ご異議ありませんか。 

 

 （「異議なし」との声あり） 

 

○東議長 

異議なしと認めます。 

 従って、本日はこれで延会することに決定しました。 

 本日はこれで延会します。（午後３時４１分） 

 明日、１３日、金曜日、午前９時３０分より本会議を再開いたします。 

 本日はご苦労さまでした。 
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